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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷処置システムであって、
　（ａ）上面と、下面と、接着剤とを有する可撓性密封構造であって、組織外傷部の領域
を密封するように適合され、構成されている、可撓性密封構造と、
　（ｂ）前記可撓性密封構造に結合された収集構造であって、前記可撓性密封構造と前記
収集構造とが協働して、前記組織外傷部に連通した導管を形成し、かつ前記導管に沿って
減圧を分配するように構成されている、収集構造と、
　（ｃ）前記組織外傷部が減圧を受けるように前記導管と前記組織外傷部との間を連通さ
せる通路と、を備え、
　（ｄ）前記装置の少なくとも一部が、前記組織外傷部に対する張力を軽減するために前
記組織に力を加え、
　前記装置が、前記可撓性密封構造の軸に沿って方向付けられた少なくとも1つの力制御
要素を備え、
　前記軸は、前記組織外傷部の領域に関連した切開部の横断方向に置かれるもので、
　前記力制御要素は、少なくとも前記可撓性密封構造によって達成される伸び量を制限す
ることによって、前記装置が前記組織に加える力の量を制御するように、構成されている
、システム。
【請求項２】
　前記力制御要素が、前記密封構造に結合された少なくとも１つの伸長制限要素を備え、
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前記少なくとも１つの伸長制限要素が、前記密封構造の少なくとも一部の伸長の量を制限
するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記伸長制限要素が、前記密封構造の第１の量の伸長を許容する第１の状態から前記密
封層の第２の量の伸長を許容する第２の状態に変化することができる、請求項２に記載の
システム。
【請求項４】
　前記伸長制限要素が、前記第１の状態と前記第２の状態との間の中間状態に変化するこ
とができ、前記中間状態が、前記第１の量と前記第２の量との間の中間の量の伸長を許容
する、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの伸長制限要素が、少なくとも１つの細長い要素を備え、前記少な
くとも１つの細長い要素が、その長軸に沿って最大長さまで伸長でき、かつ制限距離を越
えた前記密封構造の伸長を防止する、請求項２記載のシステム。
【請求項６】
　前記可撓性密封構造が、伸長の方向とは反対方向に収縮するように構成され、前記密封
構造が、前記密封構造の収縮の量を制限する少なくとも１組の収縮制限構造を備える、請
求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記可撓性密封構造が、使用者が把持して前記密封構造に力を加えて前記密封構造を伸
長させることができる複数のタブを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記密封構造に取り外し可能に結合された保持構造をさらに備え、前記保持構造が、前
記密封構造に結合されたときに前記密封構造を伸長した状態に維持する、請求項１に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記保持構造が、前記保持構造が前記密封構造に結合されたときに前記密封構造を実質
的に剛体にする一連のリブを備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記保持構造を前記密封構造から取り外すことができ、前記保持構造の取り外しにより
、前記密封構造が応力状態から収縮することができる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記密封構造に結合された送達装置をさらに備え、前記送達装置が、前記システムが組
織に配置されたときに前記組織外傷部の軸に対して横断方向に向くように適合された複数
の横断方向の要素を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記横断方向の要素が、前記密封構造の第１の部分を前記密封構造の第２の部分に対し
て変位させるように構成されている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記横断方向の要素が、前記密封構造の少なくとも２つの部分を押し広げるように構成
されている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記装置の一部が、初めに皮膚に取り付けられたときに前記組織に力を加える、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記送達装置が、前記複数の横断方向の要素に取り付けられた長手方向の要素をさらに
備える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記送達装置が、前記横断方向の要素が前記長手方向の要素に対して第１の角度である
第１の構造と、前記横断方向の要素が前記長手方向の要素に対して第２の角度である第２
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の構造とを有する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記横断方向の要素が、前記第１の構造と前記第２の構造との両方において概ね同じ平
面に位置する、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記複数の横断方向の要素が、第１の群の横断方向の要素と、前記第１の群に対して角
度を変えられるように構成されている第２の群の横断方向の要素とを備える、請求項１５
に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの伸長制限要素が、前記密封層の第１の部分に取り付けられた第１
の端部と、前記密封構造の第２の端部に取り付けられた第２の端部とを有する非弾性部材
を備え、前記第１の端部と前記第２の端部とが、前記組織外傷部の両側に配置されるよう
に構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記組織が皮膚である、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記密封構造が弾性である、請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記装置が、前記皮膚に加えられる外部の力の量を制限するように構成され、前記外部
の力が、皮膚自体からの力に左右されない、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、米国特許法第１１９条（ｅ）により、２００９年４月１０日に出願された「閉
鎖された切開部用の減圧治療システムを取り付けるための装置および方法（Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ａｐｐｌｙｉｎｇ　Ｃｌｏｓｅｄ　Ｉｎｃｉｓｉ
ｏｎ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）」という
名称の同時係属中の米国仮特許出願第６１／１６８，５０７号の優先権を主張するもので
ある。２００９年４月１０日の出願日の優先権を主張するものであり、この仮特許出願の
開示は、参照によりその全容が本明細書に組み入れられるものとする。
【背景技術】
【０００２】
　毎年、診療所での処置や外来外科センターから従来の入院施設のある病院の環境までの
様々な環境で数百万件の切開部の閉鎖（外科的または非外科的）が行われている。これら
の切開部の術後管理は様々であるが、ガーゼ、ラップ、およびテープの単純な使用を含み
得る。加えて、閉鎖前の創傷部の洗浄と細心の滅菌技術とが推奨されている。侵襲的処置
および外科手術後の創傷感染は、例えば、腹部外科手術をした患者では、潜在的リスクが
１０％もの高さであり得る。創傷感染は、患者と、医師と、病院とで著しい罹病率であり
、納税者および他の納付者にとって犠牲が大きいであろう。創傷感染の患者は、抗生物質
の静脈内投与と、長期の入院と、創傷部の開放と、包帯の交換とが必要であり得、一部の
患者は、創傷離開および腸管皮膚瘻を起こすこともある。手術前の予防的抗生物質は、術
後の創傷感染を低減するが、術後の抗生物質はそうではないことが分かっている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　外科的に閉鎖された切開部を処置するための装置が本明細書において提供される。本明
細書において提供される装置の一実施形態では、装置は、密封層と収集チャンバとを備え
ている。一部の実施形態では、密封層は、外科的に閉鎖された皮膚外傷部の周囲にシール
を形成して密封されたエンクロージャまたは空間を形成するように適合させ、かつ構成す
ることができる。加えて、収集チャンバは、密封層によって形成された密封されたエンク
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ロージャまたは空間の少なくとも一部に亘って圧力変化を分配するように適合させ、かつ
構成することができる。
【０００４】
　吸引源をさらに備えた、閉鎖された切開部を処置するための装置がさらに本明細書にお
いて提供される。吸引源は、密封されたエンクロージャと流体連通させることができる。
装置の一部の実施形態では、吸引源は、密封されたエンクロージャ内の圧力レベルを低下
させるように適合させ、かつ構成することができる。一部の実施形態では、装置は、接触
層を備えることができる。接触層は、装置の収集チャンバと連通するように適合させ、か
つ構成することができる。一部の実施形態では、接触層は、収集チャンバとの流体連通を
可能にする導管または開口部を有する。
【０００５】
　装置のさらなる実施形態では、装置は、保護層を備えることができる。保護層を用いて
、接触層を外科的に閉鎖された皮膚外傷部に取り付けることができる。保護層が使用され
る一実施形態では、保護層は、外科的に閉鎖された皮膚外傷部に近接した皮膚を保護する
ように適合させ、かつ構成することができる。
【０００６】
　収集チャンバを備えた、閉鎖された切開部治療装置も本明細書において提供される。一
部の実施形態では、収集チャンバは、この収集チャンバが装置に使用される前に予め真空
化された状態にすることができる。一部の実施形態では、収集チャンバは、使用者または
医療スタッフによる変形または曲げが可能である。さらなる実施形態では、収集チャンバ
は、可撓管を含む。可撓管は、外科的に閉鎖された皮膚外傷部の表面トポロジーの変化に
応じて変形または曲がるように構成することができる。
【０００７】
　本明細書に記載される装置のさらなる実施形態では、収集チャンバは、滲出物または他
の適切な物質を収集するための個別収集部材を備えた可撓管を含む。一部の実施形態では
、可撓管は、１つの個別収集部材を備えるが、他の実施形態では、可撓管は、２つ以上の
個別収集部材を備えている。個別収集チャンバの少なくとも１つを、可撓管と連通させる
ことができる。例えば、個別収集部材を、可撓管と流体連通させることができる。少なく
とも２つの個別収集部材が使用される一実施形態では、個別収集部材は、他の個別収集部
材と連通することができ、可撓管のセグメントによって分離することができる。一部の実
施形態では、２つ以上の個別収集部材を、互いに流体連通させることができる。一部の実
施形態では、可撓管と個別収集部材とは、密封層と一体とするように適合させ、かつ構成
することができ、他の実施形態では、可撓管ではなく個別収集部材を、密封層と一体とす
るように適合させ、かつ構成することができる。本明細書において提供される収集チャン
バのさらなる実施形態では、収集チャンバは、一連の開口部を備えることができる。この
ような実施形態では、一連の開口部は、収集チャンバと外科的に閉鎖された皮膚外傷部と
の間が流体連通するように適合させ、かつ構成することができる。
【０００８】
　一部の実施形態では、収集チャンバは、収集チャンバの壁部と一体になった支持体を備
えている。この支持構造は、使用者による収集チャンバの特定の構造への変形を可能にす
るように適合させ、かつ構成することができる。支持構造体は、特定の構造の形状をさら
に維持する、またはこの形状の変化を防止する、あるいは少なくとも新たな構造が使用者
によって望まれるまで特定の構造の形状を維持する、またはこの形状の変化を防止するこ
とができる。
【０００９】
　一部の実施形態では、収集チャンバは、一方向弁を備えるのが好ましい。一部の実施形
態では、一方向弁は、収集チャンバの真空化を容易にするように適合され、かつ構成され
ている。一方向弁は、収集チャンバ内を再び減圧レベルにし、かつ／または収集チャンバ
を元の予め真空化された状態に戻すようにさらに適合させ、かつ構成することができる。
【００１０】
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　一部の実施形態では、収集チャンバは、デュアルチャンバ型収集チャンバとすることが
できる。例えば、デュアルチャンバ型収集チャンバは、第１のチャンバと第２のチャンバ
とを備えることができ、第１のチャンバと第２のチャンバとは互いに連通している。一部
の実施形態では、第２のチャンバは、作動および／または制御機構をさらに備えることが
できる。作動および／または制御機構は、非動力式または受動式の作動機構とすることが
できる。このような実施形態では、第２のチャンバは、密封されたエンクロージャとデュ
アルチャンバ型収集チャンバとの間で共有される空間の連結体積中の空気の体積を膨張さ
せるように適合され、かつ構成されている。一部の実施形態では、デュアルチャンバ型収
集チャンバは、往復運動機構を備えている。
【００１１】
　上記したように、装置は、接触層をさらに備えることができる。接触層は、治癒過程を
促進する１つ以上の作用物質の送達用の担体として機能することができる。一部の実施形
態では、作用物質は、薬剤または生物学的作用物質を含み得る。一部の実施形態では、接
触層は、多孔質包帯接触面である。
【００１２】
　一部の実施形態では、創傷処置装置は、外科的に閉鎖された皮膚外傷部の長さに適する
ように適合させ、かつ構成することができる。他の実施形態では、創傷処置装置は、大き
さに合わせてカットすることができる。一部の例では、創傷処置装置の収集チャンバは、
外科的に閉鎖された皮膚外傷部の長さに適するように適合され、かつ構成されている。他
の例では、接触層および／または密封層は、外科的に閉鎖された皮膚外傷部の長さに適合
するように構成することができる。一部の実施形態では、密封層は、半硬質となるように
構成することができる。このような実施形態では、密封層は、外科的に閉鎖された皮膚外
傷部に引っ張り支持および／または機械的支持を提供するように構成することができる。
このような実施形態では、密封層は、外部からのまたは外部から誘発される応力または張
力から皮膚外傷部を保護するなどして、機械的張力を緩和するように適合させることがで
きる。
【００１３】
　一部の実施形態では、装置は、吸収性ビーズまたは他の吸収構造をさらに備えることが
できる。一部の実施形態では、装置は、抗菌剤をさらに備えることができる。一部の実施
形態では、装置は、真空化されるように構成され、再び真空化されるようにさらに構成さ
れている。一部の実施形態では、装置は、約０．００１～約１気圧の減圧をかけるように
構成することができる。一部の実施形態では、密封層の下側の大気圧のレベルは、約０．
００１気圧以上に下げることができ、他の実施形態では、約０．００５気圧、約０．０１
気圧、約０．０５気圧、約０．１気圧、約０．２気圧、約０．５気圧、約０．７気圧、ま
たは約０．９気圧に下げることができる。一部の実施形態では、密封層の下側の大気圧は
、約０．８気圧、約０．７気圧、約０．６気圧、約０．４気圧、約０．３気圧、約０．２
気圧、約０．１気圧、約０．０７気圧、約０．０３気圧、約０．００７気圧、または約０
．００３気圧未満にさえも下げることができる。
【００１４】
　本明細書において提供される装置の一部の実施形態では、接触層、密封層、および／ま
たは収集チャンバは、切開部への取り付けを容易にするために半透明または透明にするよ
うにさらに構成される。
【００１５】
　別の実施形態では、創傷処置装置であって、上面と、下面と、接着剤とを有する可撓性
密封構造と、撓性密封構造と一体に形成された収集構造であって、壁部とこの壁部によっ
て取り込まれた内部空間を備える、収集構造と、この収集構造の内部空間と可撓性密封構
造の下面との間の複数の通路であって、収集構造の壁部を通って可撓性密封構造の上面を
通過する複数の通路と、を備える、創傷処置装置が提供される。一部の例では、少なくと
も３つの通路が存在する。また、一部の例では、装置は、収集構造の内部空間に流体連通
した吸引源および／または吸引ポートをさらに備えている。吸引源は、定荷重ばねおよび
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／または滑動シールを備えることができる。場合によっては、吸引源は、その内部の圧力
レベルに左右されない一定の外部プロフィールを有する。すなわち、外部プロフィールは
、収集構造の体積に左右されず、この体積は、減圧される領域である。一部の特定の例で
は、吸引源は、収集構造と一体に形成することができる。収集構造について述べると、収
集構造は、第１の端部と第２の端部とを備える収集管とすることができ、複数の通路を、
収集管の第１の端部と第２の端部との間に長手方向に間隔を空けて配置することできる。
場合によっては、収集構造は、可撓性収集構造とすることができる。
【００１６】
　別の実施形態では、閉鎖された切開部を処置する方法が提供され、この方法または手順
は、閉鎖された切開部に沿った密封された空間を密封層を用いて形成するステップであっ
て、閉鎖された切開部が、互いに予め取り付けられた創傷縁によって形成されている、ス
テップと、密封された空間の圧力を低下させるステップとを含む。別の実施形態では、閉
鎖された切開部は、密封された空間の圧力を低下させて、既に互いに取り付けられている
創傷縁を再近置することによって形成された。この方法は、密封層を用いて創傷縁を互い
に機械的に押し付けるステップ、密封層を支持構造に対して収縮させるステップ、および
／または密封空間に沿った組織の張力のばらつきを減少させるステップも含み得る。閉鎖
された切開部は、限定されるものではないが、縫合糸またはステープルで閉鎖された切開
部を含め、あらゆる様々な閉鎖された切開部とすることができる。縫合された切開部は、
結節縫合と、連続縫合すなわち切れ目のない縫合となどにすることができる。
【００１７】
　外科的に閉鎖された皮膚外傷部に減圧治療を施す方法であって、（ａ）収集チャンバと
、保護層と、密封層とを外科的に閉鎖された皮膚外傷部の大きさにするステップと、（ｂ
）前記外科的に閉鎖された皮膚外傷部の周囲にシールを形成するステップと、（ｃ）前記
収集チャンバを作動させて外科的に閉鎖された皮膚外傷部に減圧をかけるステップと、（
ｄ）外科的に閉鎖された皮膚外傷部の少なくとも一部の再上皮化の後に装置を取り外すス
テップと、を含む、方法をさらに本明細書において提供される。この方法は、減圧が外科
的に閉鎖された皮膚外傷部を介して分配される収集チャンバをさらに用意する。
【００１８】
　減圧治療装置を用いて外科的に閉鎖された皮膚外傷部を処置する方法であって、（ａ）
皮膚外傷部の形状に可撓性保護層をカットするステップと、（ｂ）皮膚外傷部の周囲の無
傷の皮膚部分にカットした保護層を取り付けるステップと、（ｃ）発泡体の一体の層を備
えた可撓性接着包帯を望ましい大きさにカットするステップであって、この可撓性接着包
帯が、可撓管と流体連通した前記発泡体の層と一体である、ステップと、（ｄ）この包帯
を前記外科的に閉鎖された皮膚外傷部の上に配置して密封されたエンクロージャを形成す
るステップと、（ｅ）末端部で管を形成するステップと、（ｆ）装置に負荷をかけるステ
ップと、（ｇ）必要に応じて装置に再び負荷をかけて滲出物を除去して前記エンクロージ
ャ内の減圧を回復させるステップと、（ｈ）少なくとも一部の創傷の再上皮化の後に装置
を取り外すステップと、を含む、方法。外科的に閉鎖された皮膚外傷部を処置するこの方
法は、切り傷と、刺し傷と、外科切開部と、これらのあらゆる組み合わせとから選択され
る外傷を含む。
【００１９】
　本発明の特徴は、特に添付の特許請求の範囲を用いて説明する。本発明の特徴と利点と
は、本発明の原理が利用されている例示的な実施形態を説明する以下の詳細な説明と添付
の図面とを参照することによってよりよく理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１Ａ】図１Ａは、上方と側方とから見た陰圧閉鎖療法装置の一実施形態を示す図であ
る。
【図１Ｂ】図１Ｂは、上方と側方とから見た陰圧閉鎖療法装置の一実施形態を示す図であ
る。
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【図２】図２は、装置が真空化され、再び真空化されるようにデザインされている、上方
から見た陰圧閉鎖療法装置の一実施形態を示す図である。
【図３】図３は、収集チャンバがセグメント化された収集チャンバである、上方から見た
陰圧閉鎖療法装置の一実施形態を示す図である。
【図４】図４は、閉塞層が収集チャンバの上に配置された陰圧閉鎖療法装置の一実施形態
を示す図である。
【図５】図５は、収集チャンバが、個別収集チャンバが分散して配設された波形管セグメ
ントを備えた、陰圧閉鎖療法装置の実施形態を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、陰圧閉鎖療法装置の別の実施形態の斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、減圧される前の図６Ａの装置の軸方向の断面図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、減圧された後の図６Ａの装置の軸方向の断面図である。
【図７】図７は、互いに接合された２つの創傷カバーの略斜視図である。
【図８】図８は、分割支持体を備えた陰圧閉鎖療法装置の別の実施形態を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、弾性収集通路を備えた陰圧閉鎖療法装置の別の実施形態の斜視図で
ある。
【図９Ｂ】図９Ｂは、伸長される前の図９Ａの装置の略断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、伸長中の図９Ａの装置の略断面図である。
【図９Ｄ】図９Ｄは、伸長された後の図９Ａの装置の略断面図である。
【図９Ｅ】図９Ｅは、互いに接合された２つの陰圧閉鎖療法装置の略斜視図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、伸長される前の補強開口部を備えた別の陰圧閉鎖療法装置の略
断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、伸長中の補強開口部を備えた別の陰圧閉鎖療法装置の略断面図
である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、伸長された後の補強開口部を備えた別の陰圧閉鎖療法装置の略
断面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、伸長される前の開口した長手方向の通路を備えた別の陰圧閉鎖
療法装置の略断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、伸長中の開口した長手方向の通路を備えた別の陰圧閉鎖療法装
置の略断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、伸長された後の開口した長手方向の通路を備えた別の陰圧閉鎖
療法装置の略断面図である。
【図１２】図１２は、創傷部の周囲に配置された細長い陰圧閉鎖療法システムの略図であ
る。
【図１３】図１３は、創傷部に螺旋状に配置された細長い陰圧閉鎖療法システムの略図で
ある。
【図１４】図１４は、創傷部にジグザグに配置された細長い陰圧閉鎖療法システムの略図
である。
【図１５】図１５は、創傷部にＴ字型に配置された細長い陰圧閉鎖療法システムの略図で
ある。
【図１６Ａ】図１６Ａは、収縮された構造にある陰圧閉鎖療法システムの別の例の斜視図
である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、伸長された構造にある陰圧閉鎖療法システムの別の例の斜視図
である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、伸長された構造にある陰圧閉鎖療法システムの別の例の斜視図
である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、収縮された構造にある陰圧閉鎖療法システムの別の例の斜視図
である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、陰圧閉鎖療法システムの別の例の斜視図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、曲げられた構造にある図１８Ａの陰圧閉鎖療法システムの端面
図である。
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【図１８Ｃ】図１８Ｃは、直線構造にある図１８Ａの陰圧閉鎖療法システムの端面図であ
る。
【図１９】図１９は、陰圧閉鎖療法システムの別の例の下方からの斜視図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、陰圧閉鎖療法システムの一例の装着を示す略断面図である。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、陰圧閉鎖療法システムの一例の装着を示す略断面図である。
【図２０Ｃ】図２０Ｃは、陰圧閉鎖療法システムの一例の装着を示す略断面図である。
【図２０Ｄ】図２０Ｄは、陰圧閉鎖療法システムの一例の装着を示す略断面図である。
【図２０Ｅ】図２０Ｅは、拡張された構造にある図２０Ａ～図２０Ｄの陰圧閉鎖療法シス
テムの斜視図である。
【図２０Ｆ】図２０Ｆは、図２０Ｅおよび図２０Ｇの陰圧閉鎖療法システムの近位端部の
詳細な斜視図である。
【図２０Ｇ】図２０Ｇは、収縮した構造にある図２０Ａ～図２０Ｄの陰圧閉鎖療法システ
ムの斜視図である。
【図２１Ａ】図２１Ａは、陰圧閉鎖療法システムの別の例の装着を示す略断面図である。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、陰圧閉鎖療法システムの別の例の装着を示す略断面図である。
【図２１Ｃ】図２１Ｃは、陰圧閉鎖療法システムの別の例の装着を示す略断面図である。
【図２１Ｄ】図２１Ｄは、陰圧閉鎖療法システムの別の例の装着を示す略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　外科切開部および創傷部の感染は、皮下および／または皮下組織内に形成され得る液体
貯留小嚢で生じる細菌の増殖から起こり得る。これらの小さい液体貯留部は、血流が不足
するため、感染を防止または処置するのに不十分な免疫機能または抗生物質の浸透をもた
らし得る。細菌で汚染されると、これらの部位で無制限の増殖が起こり得る。したがって
、これらの液体貯留部の形成を減少させることにより、創傷感染のリスクを低減すること
ができる。一部の閉鎖技術は、これらの液体小嚢の形成を減少させるために皮膚または深
部の縫合を利用しているが、これらの縫合は、創傷感染のリスクを増加させ得る異物とし
ても作用し得る。さらに、不適切な縫合技術は、液体が貯留して最終的に細菌による汚染
を可能にするリスクを伴う重大な皮下死腔を残すことがある。創傷感染に加えて、創傷治
癒が、創傷部の過度の張力によって阻害され得る。過度の張力は、切開部または創傷部の
一部に局所的な力を加える縫合糸または他の創傷閉鎖装置から起きることがあり、瘢痕の
増大をもたらすこともある。創傷部に亘る張力は、他の理由、例えば、閉鎖後の運動中、
重力などからも起こり得る。
【００２２】
　研究により、保湿創傷治癒環境は、乾燥創傷環境を創生する現行のガーゼ包帯に比べ、
創傷部の中心に向かった細胞遊走を容易にすることによって創傷部のより迅速な再上皮形
成を促進し得ることも実証された。さらに、外科および他の創傷部では、免疫細胞の浸潤
と、炎症と、それに続く浮腫とが起こる。免疫応答は、創傷治癒の不可欠な過程であり得
るが、続いて起こる浮腫は、治癒の障害ともなり得る。最後に、適切な治癒には、酸素お
よび栄養物が必要であり、これには、一部の免疫過程によって妨げられ得る切開部の十分
な灌流が必要である。
【００２３】
　一例では、陰圧または減圧創傷治療システムを用いて、外科的に閉鎖された皮膚外傷部
または他の種類の細長い裂傷部もしくは創傷部を処置することができる。陰圧閉鎖療法シ
ステムは、密封層と収集チャンバとを備えることができる。密封層は、外科切開部などの
外科的に閉鎖された皮膚外傷部の周囲にシールを形成し、かつ密封されたエンクロージャ
または空間を形成できるようにデザインすることができる。一部の例では、密封層は、単
一要素または本体を含むことができ、他の例では、密封層は、密封された空間または領域
を形成するように一緒に取り付けることができる複数の要素を含むことができる。密封層
は、単一の材料層および複数の材料層も含むことができる。シールは、密封されたエンク
ロージャまたは空間内の圧力を低下させて低いレベルに維持できるように十分に気密にす
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ることができる。陰圧閉鎖療法システムは、切開部または創傷部の長さに沿った外科的に
閉鎖された切開部に加えられる減圧を分配するように構成された収集チャンバを含むこと
もできる。陰圧閉鎖療法システムを用いて、二次癒合または遅延一次閉鎖（すなわち、三
次癒合）による治癒のために開いたままの外科切開部を処置することもできる。このシス
テムは、密封層によって形成される閉じた系内に密閉される外科切開部につながった収集
チャンバも備えることができる。収集チャンバは、作動されると、外科切開部に陰圧を生
成して、例えば、治癒を促進する、滲出物を除去する、かつ／または感染率を低下させる
ことができる。一部の特定の例では、本明細書において提供されるシステムは、細長い構
造を有することができ、かつ外科切開部の長さに適合する大きさまたは構造にすることが
できる。収集チャンバは、密封層に一体に形成する、もしくは予め取り付けても良く、ま
たは収集チャンバおよび密封層を、収集チャンバを密封層の下側に配置できるように構成
しても良い。
【００２４】
　一部の実施形態では、システムは、吸引装置をさらに備えている。吸引装置がシステム
と共に使用される場合は、吸引装置は、密封されたエンクロージャまたは空間と連通する
ように構成することができる。吸引装置は、密封層および収集チャンバと共に、外科切開
部または他の種類の創傷部を処置するための閉じた系を形成することができる。吸引装置
は、結合されたら、密封されたエンクロージャ内の空気の体積を強制的に膨張させること
によって、密封されたエンクロージャ内の圧力レベルを下げるために用いることができる
。吸引源は、閉じた系または開いた系とすることができる。例えば、吸引装置は、シリン
ジ、動力ポンプ、ベンチュリ系、強制膨張装置、定荷重ばね装置、静的な陰圧装置、また
はあらゆる適切な能動的もしくは受動的吸引源とすることができる。一部の実施形態では
、吸引源は、収集チャンバと一体に形成することができる。一部の実施形態では、吸引源
は、延長チューブの使用によって収集チャンバに接続されている。
【００２５】
　一部の実施形態では、システムは、さらに接触層を備えている。接触層は、収集チャン
バとの流体連通を可能にするように構成することができる。接触層は、外科的に閉鎖され
た皮膚外傷部の表面に接触して配置することができる。一部の実施形態では、接触層は、
外科的に閉鎖された皮膚外傷部のみに接触させ、外傷部を取り囲んでいる部分には接触し
ないようにすることができる。他の実施形態では、接触層は、皮膚外傷部と皮膚外傷部を
取り囲んでいる部分との両方に接触させることができる。接触層は、収集チャンバと皮膚
外傷の外科部位との間の流体連通の連続性を容易にすることができる。一部の例では、接
触層は、限定されるものではないが、発泡体、積層メッシュマトリックス、ガーゼ、綿、
スポンジ、もしくは当技術分野で既知の適切な材料を含め、多孔質材料または他の空隙を
有する構造を含み得る。接触層が使用される一部の実施形態では、接触層は、送達物質の
送達媒体として機能することができる。送達物質は、限定されるものではないが、成長因
子、抗生物質、抗菌剤、またはあらゆる適切な送達剤を含み得る。一部の実施形態では、
治癒の改善に使用される送達物質は、接触層と一体にされる。一部の実施形態では、使用
される送達物質は、収集チャンバと一体にされる、または収集チャンバと共に配置される
。
【００２６】
　一部の実施形態では、システムは、保護層をさらに備える。保護層を用いて、皮膚外傷
の外科部位を包囲することができる。例えば、保護層は、皮膚外傷部を取り囲んでいる皮
膚の部分に取り付けまたは接着することができる。保護層の下側の感圧接着剤は、皮膚へ
の取り付け性または接着性を提供することができる。保護層を用いて、密封層と共にシー
ルを形成することもできる。このシールは、気密性であるか、または水蒸気に対して半透
過性または不透過性とすることができる。一部の実施形態では、保護層は、皮膚外傷部の
周囲に適合するように皮膚外傷の外科部位に合った大きさにすることができる。一部の例
では、保護層は、大きさを合わせるためにカットすることができるが、他の実施形態では
、保護層は、大きさを合わせやすくするためにミシン目または他の事前に画定された分離
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構造を備えることができる。特定の実施形態では、保護層は、この保護層が皮膚外傷部の
周囲に配置された後に除去することができる薄い中心剥離ストリップまたは層を有するこ
とができる。このような実施形態では、広めの接触層を保護層の上に配置することができ
る。保護層は、接触層を皮膚外傷の外科部位に取り付けるために用いることができ、かつ
外科部位にアクセスするための接触層の除去に伴う外傷から下側の皮膚または組織を保護
することができる。保護層は、浸軟から皮膚外傷部の周囲の皮膚を保護するのに適したあ
らゆる既知の材料とすることができる。保護層は、Ｄｕｏｄｅｒｍ（登録商標）創傷ケア
製品を含め、あらゆる様々な発泡体および／または親水コロイド材料を含むことができる
。
【００２７】
　静的な陰圧閉鎖療法システムの収集チャンバは、切開部に加えられる圧力レベルを、外
科的に閉鎖された外傷部の長さに亘って分配するように構成することができる。一部の実
施形態では、収集チャンバは、皮膚外傷部の外科的に閉鎖された切開部に配置される前に
、予め真空化された状態にすることができる。このような実施形態では、収集チャンバは
、皮膚外傷部に連通したら、作動させて皮膚外傷部に減圧をかけることができる。一部の
例では、収集チャンバは、管状構造を含む。管状構造は、格子管、例えば、成形管または
可撓管を含み得る。この管は、この管が特定の構造に曲がる、または変形するのを可能に
すると共に、管がその構造に管を保持または付勢するのを可能にする変形可能な支持体ま
たは弾性支持体を備えることができる。例えば、支持構造体は、管の内腔に結合されるか
、または他の方法で管を支持する、管を取り囲んでいるワイヤ・メッシュ・ケージまたは
フレームを備えることができる。一部の実施形態では、管は、この管の壁部内に一体化さ
れたワイヤ支持構造体を有する。支持構造体は、成形用プラスチック材料も含んでも良い
し、または管自体が、成形用プラスチックを含んでも良い。成形用材料は、限定されるも
のではないが、熱可塑性プラスチック、弾性材料、またはあらゆる適切な成形材料を含み
得る。一部の実施形態では、収集チャンバは、使い捨て用に構成することができ、他の実
施形態では、収集チャンバは、使用中に真空化して再び真空化することができる。
【００２８】
　一部の実施形態では、収集チャンバは、１つ以上の波形部分を含む可撓管である。この
ような実施形態では、波形管状部分は、可撓性にすることができ、外科的に閉鎖された皮
膚外傷部の表面トポロジーに適合することができる。波形管状部分により、可撓管が創傷
部または切開部の２次元または３次元構造に適合することができ、かつ可撓管が、患者が
動くとき、または創傷部が治癒するときに創傷部の構造の変化に応じて受動的に調整する
ことができる。一部の実施形態では、可撓管は、全体が波形の管を含むことができ、他の
実施形態では、可撓管は、複数の波形管状部分であり、これらの部分間に個別収集チャン
バまたは非波形部分を備えている。一実施形態では、非波形部分は、硬質としても良いし
、または半硬質もしくは波形部分よりも可撓性が低い可撓性としても良い。一部の実施形
態は、管内に配置された少なくとも１つの非波形部分を備えることができ、他の実施形態
は、管に沿って配置された２つ以上の非波形部分を備えることができる。管状セグメント
は、管の長さに沿って流体連通させ、かつ／または管に可撓性を付与して、全収集チャン
バ構造と、硬質非波形部分と、可撓性波形管状部分とが、皮膚または外科部位が動くとき
にこの部位に適合するようにする波形管によって連結することができる。時には、可撓管
は、患者の不快感を緩和する、または治療システムから局所的な圧力点を減少させること
ができる。収集チャンバに沿って硬質収集部分と可撓性部分との両方を備える一部の実施
形態では、可撓管セグメントと硬質収集部分とは、密封層に埋め込む、密封層に結合する
、または密封層と一体に形成することができる。一部の実施形態では、個別収集部材のみ
が、密封層に結合されるか、または埋め込まれる一方、可撓管セグメントは、結合された
り埋め込まれたりしない。
【００２９】
　システムの一部の実施形態は、収集チャンバと密封層とを備え、この密封層と収集チャ
ンバとは、皮膚外傷部に流体連通している。流体連通は、皮膚外傷部と収集チャンバとの
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間を流体連通させる密封層と収集チャンバとにおける一連の開口部によって確立すること
ができる。開口部は、密封層の対応する開口部が収集チャンバの開口部に整合するように
、収集チャンバの長さに沿って長手方向に配置することができる。次いで、流体またはあ
らゆる他の適切な物質を、外科的に閉鎖された皮膚外傷部から収集チャンバ内に引き込む
ことができる。任意選択の接触層を利用する場合、流体は、まず接触層を通過し、次いで
密封層と収集チャンバとを連結している孔を通過することができる。加えて、収集チャン
バ全体に配置された一連の開口部は、皮膚外傷部への圧力の分配を可能にし、程度が部分
によって異なり得る局所圧力部分または流体集積部分を減少させる、または排除すること
ができる。
【００３０】
　一部の実施形態では、収集チャンバは、一方向弁をさらに備える。この一方向弁を用い
て収集チャンバの真空化を容易にすることができる。一方向弁を用いて、収集チャンバ内
の減圧または予め真空化されたレベルの圧力を再び達成することもできる。一部の実施形
態では、一方向弁を用いて、収集チャンバの真空化と収集チャンバの再真空化との両方を
促進することができる。一方向弁は、この弁を介した吸引源の収集チャンバへの取り付け
を容易にすることと、吸引源による収集チャンバからの空気分子の除去を可能にすること
によって、収集チャンバの再真空化を容易にする役割を果たすことができる。吸引源を用
いて、一方向弁の使用によって収集チャンバから滲出物または空気を除去することもでき
る。一部の実施形態では、第１の一方向弁を用いて収集チャンバを真空化し、第２の一方
向弁を用いて収集チャンバを再び真空化する。一部の実施形態では、一方向弁は、収集チ
ャンバと一体にすることができる。一部の実施形態では、一方向弁は、収集チャンバの一
端を塞ぐために使用される取り外し可能なプラグに取り付けられる。一部の実施形態では
、複数の一方向弁を設けることができ、空気または物質が収集チャンバまたは密封層から
皮膚外傷部に逆流するのを防止するために１つ以上の弁を一連の開口部内に配置するか、
または開口部に接続する。一方向弁は、ダックビル弁またはフラップ弁を含め、あらゆる
様々な構造を有することができる。
【００３１】
　セグメント化収集装置または他の多腔装置を、一部の実施形態の単一チャンバ型収集チ
ャンバの代わりに使用することができる。セグメント化収集チャンバは、互いに流体連通
してもしなくても良い第１のチャンバと第２のチャンバとを備えることができる。一例で
は、第１のチャンバは、密封層と直接連通しているが、第２のチャンバは、第１のチャン
バと連通している。デュアルチャンバ型収集チャンバが使用される実施形態では、１つ以
上のセグメントまたはチャンバを吸引源とすることができる。吸引源は、限定されるもの
ではないが、定荷重ばねなどのばね機構を含め、非動力式または受動式の作動／制御機構
を備えることができる。受動式作動／制御機構を用いて、収集チャンバと密封層との間の
密封されたエンクロージャまたは空間内を一定レベルの圧力にして維持することができる
。一部の実施形態では、デュアルチャンバ型収集チャンバは、限定されるものではないが
、プランジャを含む往復運動機構を備えている。プランジャは、例えば、定荷重ばねに取
り付けられるときに、手動でよけても良いし、または受動的によけられても良い。一部の
実施形態では、第２のチャンバは、密封されたエンクロージャとデュアルチャンバ型収集
チャンバとの間で共有される空間の連結体積中の空気の体積を膨張させる。１つまたはセ
グメントもしくはチャンバは、動力式または能動式の作動／制御機構を備えることもでき
る。
【００３２】
　一部の実施形態では、システムは、外科的に閉鎖された切開部の長さに適合する大きさ
または構造にすることもできる。一部の実施形態では、収集チャンバは、創傷部の長さま
で伸長されることによって、皮膚外傷の閉鎖された切開部の長さに適合する。このような
実施形態では、収集チャンバは、親水コロイド材料から形成することができる。このよう
な材料により、収集チャンバを新たな所望の長さまで伸長することができ、長さの変化を
もたらす応力が解放された後もその長さを維持する。このような実施形態では、システム
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は、親水コロイドまたはあらゆる適切な材料から形成することができる。一部の実施形態
では、システムは、閉鎖された切開部の長さまで短くすることができる。一部の実施形態
では、システムは、皮膚外傷の閉鎖された部分の長さにカットすることができる。このよ
うな実施形態では、収集チャンバのカットされた端部は、収集チャンバに圧力がかかった
ときに自己密封することができる。一部の実施形態では、収集チャンバは、カットされた
後に密封することができる。一部の実施形態では、収集チャンバは、端部キャップ、プラ
グ、閉塞密封シート、一方向弁を備えた端部キャップ、定荷重ばね、減圧システム、また
は収集チャンバの端部を密封するのに適したあらゆる手段で密封することができる。一実
施形態では、皮膚外傷部の長さに適合するように調整された収集チャンバの端部を密封す
るために使用される構造は、収集チャンバに取り付けられると剥がれにくいように構成さ
れている。別法では、皮膚外傷部の長さに適合するように調整された収集チャンバの端部
を密封するために使用される構造は、取り外し可能な構造とすることができる。一部の実
施形態では、システムは、互いに平行または連続的に配置された一連の収集チャンバを備
えている。このような実施形態では、１つ以上の収集チャンバを一連の収集チャンバから
除去して、皮膚外傷の閉鎖された切開部の幅に合わせることができる。他の実施形態では
、１つ以上の収集チャンバを、満杯または目詰まり時に交換することができる。
【００３３】
　一部の実施形態では、接触層を調整して、外科的に閉鎖された皮膚外傷部の長さに適合
させることができる。例えば、接触層は、閉鎖された切開部または創傷部の長さに基づい
て長くする、または短くすることができる。一部の実施形態では、接触層は、閉鎖された
切開部の長さにカットすることができる。一部の実施形態では、収集チャンバ、接触層、
および／または密封層を調整して、外科的に閉鎖された切開部の長さに適合させることが
できる。一部の実施形態では、システムが患者に配置される前に、収集チャンバのみを切
開部の長さに適合するように調整し、他の実施形態では、システムが患者に配置される前
に、接触層または密封層のみを外科的切開部の長さに適合するように調整する。一部の実
施形態では、患者に配置される前に、収集チャンバと、接触層と、密封層とをそれぞれ、
切開部または創傷部の長さに適合するように個々に調整することができる。一部の実施形
態では、収集チャンバと、接触層と、密封層とを互いに一体にして、システムを、単一体
として外科的に閉鎖された切開部または創傷部の長さに適合するように調整する。
【００３４】
　本明細書において提供されるシステムは、患者の体表面とシールを形成するための密封
層を備えている。一部の実施形態では、このシールは気密である。一部の実施形態では、
密封層は、可撓性の不透過性材料を含む。一部の実施形態では、密封層は、半硬質材料で
ある。密封層が半硬質材料である実施形態では、密封層は、外科的に閉鎖された皮膚外傷
部に対する引っ張り支持体となり得る。半硬質密封層は、外傷が治癒するときに外科的に
閉鎖された皮膚外傷部に対する機械的な張力をさらに緩和するであろう。
【００３５】
　一部の実施形態では、本明細書において提供されるシステムは、吸収性ビーズをさらに
備えている。吸収性ビーズは、切開部または創傷部、および／または収集チャンバに配置
される。一部の実施形態では、システムは、抗菌剤を含むことができる。抗菌剤は、限定
されるものではないが、銀、ヨウ素、クロルヘキシジン、またはあらゆる他の適切な抗菌
剤を含む。
【００３６】
　本明細書において提供される一部の例は、外科的に閉鎖された皮膚外傷部を包囲する密
封されたエンクロージャ内を一定の圧力レベルにするように構成されている。一部の実施
形態では、この圧力レベルは、約０．００１～約１気圧である。密封層の下側の密封され
た空間に流体連通すると、密封層の下側の大気圧のレベルは、約０．００１気圧、約０．
００５気圧、約０．０１気圧、約０．０５気圧、約０．１気圧、約０．２気圧、約０．５
気圧、約０．７気圧、または約０．９気圧以上に下がり得る。他の実施形態では、密封層
の下側の大気圧は、約０．８気圧以下に下がり得、他の実施形態では、約０．７気圧、約
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０．６気圧、約０．４気圧、約０．３気圧、約０．２気圧、約０．１気圧、約０．０７気
圧、約０．０３気圧、約０．００７気圧、または約０．００３気圧未満、またはそれ以下
に下がり得る。
【００３７】
　一部の実施形態では、接触層、密封層、および／または収集チャンバは、透明な材料か
ら形成することができる。材料の透明性は、医師がより正確にシステムを配置することに
よって外科切開部または創傷部に対するより正確なシステムの配置を容易にすることがで
き、かつ／またはシールを破って切開部または創傷部の視覚化を可能にすることができる
。
【００３８】
　また、減圧治療システムを外科的に閉鎖された皮膚外傷部に取り付ける方法も本明細書
において提供される。この方法は、（ａ）収集チャンバと、保護層と、密封層とを外科的
に閉鎖された皮膚外傷部の大きさにするステップと、（ｂ）外科的に閉鎖された皮膚外傷
部の周囲にシールを形成するステップと、（ｃ）収集チャンバを作動させて外科的に閉鎖
された皮膚外傷部に減圧を均等に分配するステップと、（ｄ）外科的に閉鎖された皮膚外
傷部の再上皮化の後にシステムを取り外すステップと、を含む。創傷の再上皮化は、皮膚
外傷部が外科的に閉鎖されてから２日～５日の間に起こる。一部の実施形態では、創傷の
再上皮化は、閉鎖の３日後に起こる。一部の実施形態では、創傷の再上皮化は、閉鎖の４
日後に起こる。一部の実施形態では、創傷の再上皮化は、閉鎖の５日後に起こる。一部の
実施形態では、創傷の再上皮化は、創傷閉鎖の５日後よりも早く起こる。一部の実施形態
では、創傷の再上皮化は、創傷閉鎖の４日後よりも早く起こる。一部の実施形態では、創
傷の再上皮化は、創傷閉鎖の３日後よりも早く起こる。
【００３９】
　減圧治療システムを用いて皮膚外傷部を処置する方法であって、（ａ）皮膚外傷部の形
状に保護層をカットするステップと、（ｂ）皮膚外傷部の周囲の無傷の皮膚部分にカット
した保護層を取り付けるステップと、（ｃ）発泡体の一体の層を備えた可撓性接着包帯を
望ましい大きさにカットするステップであって、この可撓性接着包帯が、可撓管と流体連
通した前記発泡体の層と一体である、ステップと、（ｄ）この包帯を前記外科的に閉鎖さ
れた皮膚外傷部の上に配置して密封されたエンクロージャを形成するステップと、（ｅ）
末端部で管を形成するステップと、（ｆ）装置に負荷をかけるステップと、（ｇ）必要に
応じて装置に再び負荷をかけて滲出物を除去して前記エンクロージャ内の減圧を回復させ
るステップと、（ｈ）創傷の再上皮化の後に装置を取り外すステップと、を含む、方法を
さらに提供する。一部の実施形態では、皮膚外傷は、切り傷、刺し傷、外科的に形成され
た切開部、または外科的に閉鎖するのに適したあらゆる他の創傷から選択される。
【００４０】
　装置
　図１Ａおよび図１Ｂは、静的陰圧装置１００の一実施形態を例示している。装置１００
は、密封層１１０（本明細書では時には密封構造とも呼ぶ）と、組織外傷の外科部位、例
えば、外科切開部の長さに沿って圧力を分配するように構成された収集チャンバ１２０（
本明細書では時には収集構造とも呼ぶ）とを備えている。この装置は、本明細書では皮膚
である組織に関連して説明されているが、皮膚以外の生物学的組織にも使用できることを
理解されたい。一部の実施形態では、陰圧治療装置は、接触層１３０を備えることができ
る。接触層１３０は、収集チャンバ１２０と皮膚外傷部との間を流体連通させる。接触層
１３０は、例えば、発泡体、メッシュ、ガーゼ、スポンジ、粒状物質、積層メッシュマト
リックス、またはあらゆる他の適切な多孔質生体適合性材料を含み得る。接触層１３０は
、外科的に閉鎖された皮膚外傷部の表面に接触するように配置することができる。場合に
よっては、接触増１３０は、外科部位を通る空気／流体空間の連続性を維持するように構
成することができ、これにより、外科部位および密封層１１０によって形成された閉鎖さ
れた空間における流体の隔離または空気小嚢の発生を低減することができる。一部の実施
形態では、接触層は、皮膚外傷部の表面の境界内とすることができ、皮膚外傷部を取り囲



(14) JP 5650199 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

んでいる近接組織部分に接触しない、重ならない、または覆わないようにすることができ
る。他の実施形態では、接触層は、皮膚外傷部自体に加えて、皮膚外傷部を取り囲んでい
る近接組織に接触して配置することができる。図１Ａに示されているように、接触層１３
０と、密封層１１０と、収集チャンバ１２０とは、互いに結合する、または一体にするこ
とができる。一部の例では、予め結合または一体にされたデザインにより、１つの工程で
、装置１００を皮膚外傷部の表面に接触させて配置することができる。一部の実施形態で
は、接触層は、皮膚外傷部の表面に接触させて配置することができる。配置されたら、接
触層を、収集チャンバと一体になった密封層で覆って密封されたエンクロージャまたは空
間を形成する。一部の実施形態では、密封層は、限定されるものではないが、テープ、糊
、または適切な生体適合性接着製品を含め、あらゆる適切な材料または当技術分野で周知
の機構によって外傷部を取り囲んでいる皮膚の部分に取り付けることができる。
【００４１】
　吸引装置１４０の一例が、図１Ａにさらに示されている。吸引装置１４０は、収集チャ
ンバ１２０の内部を一定のレベルに減圧するように構成することができる。一部の実施形
態では、収集チャンバ１２０は、皮膚外傷部の表面に配置される前に予め真空化された状
態にすることができ、他の実施形態では、収集チャンバ１２０は、吸引装置１４０を配置
した後、または吸引装置に結合した後に真空化することができる。収集チャンバ１２０は
、使用時または製造時に予め真空化することができる。一部の実施形態では、吸引装置は
、皮膚外傷部の表面に配置される前に収集チャンバに結合することができ、なお他の実施
形態では、吸引装置と収集チャンバを一体に形成することができる。一部の実施形態では
、収集チャンバは、収集チャンバをカットして、または収集チャンバの１つ以上の部分を
分離して皮膚外傷部の外科的に閉鎖された部分の長さに大きさを合わせることができる。
一部の構成では、収集チャンバは、長さの短縮を容易にする１つ以上の予め画定された薄
めの分離ゾーンを有することができる。次いで、吸引装置を取り付ける、または他の方法
で使用して、収集チャンバのカットまたは分離された端部を閉鎖することができる。図１
Ａは、収集チャンバ１２０を備えた装置１００を示し、定荷重ばね機構１４２を備えた吸
引装置１４０が、収集チャンバ１２０と一体になっている。吸引装置１４０の定荷重ばね
機構１４２が係合したら、滑動シールまたは往復運動機構１４４を引き戻して、密封され
たエンクロージャ内を一定の圧力レベルにし、その圧力レベルを維持することができる。
図１Ａでは、装置１００は、収集チャンバ１２０の一端１２２をカットすることによって
創傷部の長さに合わせられている。図１Ａは、端部プラグ１２４によって塞がれている非
吸引装置側端部１２２をさらに示している。装置は、図１Ａでは、端部密閉構造１２６を
用いてさらに密封されている。非吸引装置側端部１２２および／または端部プラグ１２４
は、着脱可能または着脱不可能に構成することができる。例えば、糊を用いて、端部プラ
グを装置端部１２２に取り外しできないように取り付けることができる。
【００４２】
　一部の実施形態では、収集チャンバの長さは、外科切開部または創傷部の長さに基づい
て調整することができる。外科切開部または創傷部の長さは、全体的に線形であっても非
線形であっても良い。一部の例では、収集チャンバの長さは、ほぼ外科創傷部の長さであ
り、他の例では、収集チャンバの長さは、外科創傷部の長さに対して約＋１０％、約＋２
０％、または約＋３０％以上、約－１０％、約－２０％、または約－３０％以下とするこ
とができる。全体的に細長い外科創傷部も考えられるが、他の例では、細長くない構造の
外科創傷部も処置することができる。一部のさらなる例では、分岐または星形の外科創傷
部を、１つ以上の装置を用いて処置することができる。他の例では、外科創傷部または切
開部は、部分的に裂開した外科創傷部の傷害長さとして特徴付けることができる。外科創
傷部が部分的に裂開した外科切開部を含む例では、密封層および／または接触層は、裂開
セグメントまたは創傷部もしくは切開部を密封または覆うように構成することができる。
細長くない創傷部を処置する例示的な方法を後に説明する。一部の例では、収集チャンバ
は長さ１ｃｍ当たり、約１００ｍｍ３～約１０，０００ｍｍ３以上、時には約５００ｍｍ
３～約７，０００ｍｍ３、またある時には約１，０００ｍｍ３～約５，０００ｍｍ３の容
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積を有することができる。
【００４３】
　収集チャンバ１２０は、装置１００の接触層１３０を介して皮膚外傷部に流体連通する
ことができる。一部の例では、収集チャンバ１２０と密封装置１１０とは、一体に形成さ
れている。図１Ｂに示されているように、収集チャンバ１２０は、接触層１３０と密封層
１１０とを介して皮膚外傷部と収集チャンバ１２０との間を流体連通させるために、密封
層１１０における複数の開口部１５０’に整合または一致させることができる複数の開口
部１５０を備えることができる。一連の開口部１５０および１５０’は、皮膚外傷部の長
さまたは領域に亘って皮膚外傷部にかかる圧力変化の分配を可能にすることができる。収
集チャンバ１２０および／または密封層１１０に沿った開口部１５０および１５０’の間
隔、大きさ、または形状は、均一であっても不均一であっても良い。他の実施形態では、
収集チャンバ１２０と密封層１１０とは、結合できるように構成された別個の構造を有す
ることができる。収集チャンバの開口部１５０と密封層１１０の開口部との整合を容易に
するために、収集チャンバ１５０および／または密封層１１０の近接した表面は、接着ま
たは滑り止め表面を有することができる。他の実施形態では、収集チャンバの開口部１５
０および／または密封層１２０の開口部は、整合を容易にする相補的な嵌合を形成するこ
とができる。例えば、収集チャンバの開口部１５０および／または密封層の開口部１５０
’は、対応する構造の開口部内に突出することができる。なお他の実施形態では、収集チ
ャンバの開口部１５０と密封層の開口部１５０’とは、相補的かつ密封可能な締り嵌めを
構成することができる。
【００４４】
　一部の例では、収集チャンバは、弾性変形もしくは塑性変形材料、または曲げられる構
造を含むことができる。これにより、収集チャンバが外科的に閉鎖された皮膚外傷部の外
形に適合することができ、かつ収集チャンバが、体の動きに応じて少なくとも部分的に構
造的に変化することができる。図１Ａおよび図１Ｂに示されている一例では、収集チャン
バ１２０は、その長さに沿って可撓性リブ１２８の部分またはゾーンを備えている。リブ
１２８により、使用者が収集チャンバ１２０を整形および成形することができ、使用者が
画定した構造がさらに維持される。可撓性リブ１２８間の収集チャンバ１２０の部分は、
硬質、半硬質、または可撓性とすることができる。一部のさらなる例では、収集チャンバ
は、曲げに加えて、少なくとも部分的に回転するように構成することもできる。特定の例
では、異なる大きさまたは構造の開口部を、収集チャンバの周囲に設けることができ、使
用の際に回転によって選択することができる。使用されない開口部は、その上に密封層を
被せて密封することができる。別法では、開口部を予め密封することができ、選択された
シールから予め取り付けられたシール（複数可）を除去して、選択されたシールを利用す
ることができる。
【００４５】
　図２は、再び真空化される、または再び負荷がかけられるように構成された陰圧治療装
置２００の別の実施形態を示している。装置２００は、一体にされた接触層２３０と、密
封層２１０と、収集チャンバ２２０とを備えている。接触層２３０は、皮膚外傷部の表面
に接触して配置することができ、密封層２１０を用いて皮膚外傷部を取り囲んでいる皮膚
間にシールを形成することができる。収集チャンバ２２０は、密封層２１０と一体にする
ことができ、収集チャンバ２２０と接触層２３０とにおける一連の開口部２５０によって
接触層と閉鎖された外科部位とに流体連通しているが、他の例では、収集チャンバと密封
層とは、接着剤または機械機構を用いて取り付けることができる別個の構成要素とするこ
とができる。別個の収集チャンバと密封層とでは、収集チャンバの開口部と密封層の開口
部との整合は、収集チャンバの開口部および／または密封層の開口部のいずれかを相補的
な嵌合デザインに構成することによって容易にすることができる。代替の一実施形態では
、ベース密封層は、予め形成された開口部を備えていなくても良いが、収集チャンバの開
口部は、２つの構成要素が互いに結合されたときに密封層に開口部が形成されるように鋭
いまたは突き通す構造を備えることができる。
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【００４６】
　収集チャンバ２２０は、内部が一定レベルに減圧されている予め真空化された状態にす
ることができる。別法では、収集チャンバ２２０は、患者に配置されるときに大気圧にす
ることができ、耐久性医療用吸引装置などの外部吸引装置２７０を用いて収集チャンバを
一定レベルに減圧することができる。外部吸引装置２７０は、収集チャンバ２２０の吸引
装置取り付け部２７８の開口部２７６に配置することができる。吸引装置取り付け部２７
６は、収集チャンバ２２０と流体連通している。吸引装置取り付け部２７６は、空気分子
または他の物質を収集チャンバ２２０から除去することは許容するが、空気分子または他
の物質の収集チャンバ内への進入を防止する一方向弁として構成することができる。図２
に例示されている特定の例では、収集チャンバ２２０は、リブを有する可撓性部分２２８
を備えるが、他の例では、収集チャンバの実質的な長さが、可撓性材料を含む。
【００４７】
　図２は、端部プラグ２２４で塞がれた一端２２２を有する収集チャンバ２２０も示して
いる。収集チャンバの他端２２２’は、一方向弁２６０に取り付けることができる。した
がって、装置２００は、収集チャンバ２２０が滲出物または他の物質で満たされたときに
収集チャンバ２２０の真空化を容易にする別個の一方向弁２６０を備えることができる。
収集チャンバ２２０が真空になったら、収集チャンバは、吸引装置取り付け部２７８の開
口部２７６を介して導入される外部吸引装置２７０を用いて再び真空化することができる
。一部の実施形態では、一方向弁２６０と収集チャンバ２２０を真空化するための手段と
が同じ構造である。一部の実施形態では、一方向弁と収集チャンバを真空化するための手
段とが、図２に示されているように２つの異なる構造である。図２は、成形可能な収集チ
ャンバ２２０を備えた装置２００も示している。
【００４８】
　陰圧閉鎖療法装置３００の別の例が図３に示されている。この陰圧閉鎖療法装置３００
は、第１のチャンバ３７２と第２のチャンバ３７３とを含む多チャンバ収集システム３７
０を備えることができる。複数のチャンバは、連結しても良いし、別個にしても良い。図
３では、例えば、第１のチャンバ３７２と第２のチャンバ３７３とは、相互連結開口部３
７４で互いに流体連通させることができる。デュアルチャンバ型収集チャンバ３７０の第
１のチャンバ３７３は、装置３００の接触層３３０との流体連通を可能にするように構成
された一連の開口部３５０を有する。デュアルチャンバ型収集チャンバ３７０の第２のチ
ャンバ３７２は、圧力を調節する往復運動機構に取り付けることができる。図３では、第
２のチャンバの往復運動機構は、ばね３７４として示され、このばね３７４は、端部プラ
グ３２４が取り付けられた密封端部の反対側のデュアルチャンバ型収集チャンバ３７０の
端部のばねハウジング３７８に取り付けられている。このばねは、プランジャ型の装置の
使用によって移動シール３７６を形成する。移動シール３７６は、デュアルチャンバ型収
集チャンバ３７０の圧力の変化を自己調節し、この変化に応じて移動する。
【００４９】
　図４は、陰圧閉鎖療法装置４００の別の実施形態を例示し、この装置の接触層４３０と
、収集チャンバ４２０と、密封層４１０とは一体ではなく、密封層４１０は、収集チャン
バ４２０と接触層４３０との上方または上に配置されている。この実施形態では、接触層
４３０は、外科的に閉鎖された皮膚外傷部に接触して配置される。リブ４２８を備えた成
形可能な収集チャンバ４２０を用いて、接触層４３０に接触して覆うようにチャンバ４２
０の構造を操作することができる。収集チャンバ４２０に配置された一連の開口部４５０
により、接触層４３０と収集チャンバ４２０との間が流体連通する。収集チャンバ４２０
は、接触層４３０に接触したら、吸引装置４４０を用いて真空化することができる。吸引
装置は、シリンジ、動力ポンプ、または強制拡張装置とすることができる。吸引装置４４
０は、一方向弁４６０を介して収集チャンバ４２０と流体連通するのが好ましい。収集チ
ャンバ４２０が真空化されたら、密封層４１０を収集チャンバ４２０と接触層４３０との
上に配置して、創傷部と密封されたエンクロージャを形成することができる。
【００５０】
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　図５は、装置５００の別実施形態を示し、収集チャンバ５２０は、この収集チャンバ５
２０全体に分散された離散収集チャンバ５８０を有する波形管セグメント５８２を備えて
いる。波形管の一端５２２は、端部プラグ５２４または他の閉鎖構造で密封されている。
装置５００の他端５２２’は、吸引源５４０、例えば、定荷重ばね、動力吸引ポンプ、耐
久性医療用吸引装置、またはあらゆる適切な吸引源などに結合する、または一体にするこ
とができる。装置５００の接触層５３０は、図５の密封層５１０と収集チャンバ５２０と
に一体である。患者に配置されると、波形管セグメント５８２により、収集チャンバが患
者の表面トポロジーに適合することができる。装置のこの実施形態は、装置が患者と共に
動くことを可能にする。波形管セグメントにより、下側の皮膚の著しい膨張と収縮とが可
能となる。収集チャンバが個別収集チャンバを備えた波形管である実施形態では、離散収
集チャンバ５８０は、一連の別個の開口部５５０によって接触層５３０と皮膚外傷部の表
面とに流体連通するのが好ましい。
【００５１】
　一部の実施形態では、細長い減圧治療システムは、近置することができる創傷縁を有す
る細長い創傷部の長さに沿って取り付けることができる。細長い減圧治療システムは、例
えば、縫合糸、ステープル、または接着剤によって既に閉鎖されている創傷部にも使用す
ることができる。場合によっては、減圧治療システムを閉鎖された切開部に使用すると、
例えば、縫合糸またはステープルに直接は接触していない組織に閉鎖する力をさらに加え
ることによって、切開部に沿ってより均一な力を分配することができる。陰圧閉鎖療法シ
ステムは、場合によっては、創傷縁の分離を防止することもできる。場合によっては、陰
圧閉鎖療法システムは、新たに形成された結合組織の伸長を防止することができ、これに
より瘢痕の範囲を減少させることができる。一部の例では、密封層を取り付けて圧力を低
減して、創傷縁間の生じ得る空間を潰すことによって、創傷縁の近置をさらに促進するこ
とができる。一部の特定の実施形態では、創傷処置システムは、切開部または創傷部に対
して機械的張力の減少と減圧効果との両方をもたらすように構成された陰圧システムを備
えることができる。減圧効果は、創傷縁間の空間の減圧による、および／または密封層が
支持体の周囲に収縮されるときの密封層による押圧もしくは引っ張りによる創傷縁の互い
に近づく移動を含んでも良いし、含まなくても良い。減圧治療システムは、弾性密封層、
または１つ以上の弾性部材で構成された密封層を備えることもできる。使用の際は、密封
層は、切開部または創傷部の一側に取り付ける、または接着してから、切開部または創傷
部の他側まで伸ばして取り付けることができる。所定の位置に配置されて伸ばす力が解放
されると、密封層またはその弾性部材が、創傷部の両側に反対の力を加えて、創傷縁を接
近させて切開部または創傷部の縁を互いに引き寄せることができる。一部の例では、弾性
部材は、切開部または創傷部の長手方向に対して横断する位置に向けることができるが、
他の例では、弾性部材は、複数の方向に向けることができる。密封層または弾性部材は、
シリコーンゴム、ポリイソプレン、または伸長された構造の対向する切開縁もしくは創傷
縁に取り付けられたときに組織を互いに引き寄せる十分な回復力を有する他の弾性材料な
どの材料を含むことができる。一部の例では、密封層が切開部または創傷部に配置された
後に、１つ以上の弾性部材を密封層に取り付ける、または貼り付けることができる。
【００５２】
　図６Ａ～図６Ｃは、密封層６０２と細長い支持体６０４とを備えた創傷処置装置６００
の別の例を示している。細長い支持体６０４は、切開部または細長い創傷部に沿ってまた
はその上に配置することができる細長い中心通路６０６を備えた構造にすることができる
。一部の構成では、装置６００は、細長い創傷部に直接連通した複数の通路を備えること
ができる。この特定の例では、細長い中心通路６０６は、その長手方向の長さの全長では
ないにしても一部に沿って切開部または創傷部に露出された開口した通路構造を有するが
、他の例では、細長い通路６０６は、そのセグメントまたは全長に沿って長手方向に配置
された複数の開口部を備えた全体的に閉じた構造を有することができる。開口した通路ま
たは長手方向に配置された複数の開口部は、創傷部の長さに沿って減圧を可能にすると共
に、組織表面の妨害または一時的な抵抗が減圧および／または流体吸引の分配に影響を与
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え得るリスクを軽減する可能性がある。一部の例では、通路、または切開部もしくは創傷
部に連通した通路のセグメントは、少なくとも約１ｃｍ以上、３ｃｍ以上、時には約１０
ｃｍ以上、またある時には約２０または約５０ｃｍ以上の長さを有することができる。一
部の例では、装置６００は、約７０ｃｍ、１００ｃｍ、または１５０ｃｍもの長さを有す
ることができ、短い長さにカットまたは短縮することができる。可撓性、曲げ可能、およ
び／または成形可能な支持体６０４を備える一部の実施形態では、支持体６０４および／
または密封層６０２は、ロールの形態または折り畳まれた形態で提供することができ、必
要に応じて広げられてカットされる。装置６００（または本明細書に記載されている他の
装置）は、あらゆる様々な切開部または創傷部を処置するために用いることができるが、
一部の特定の例では、限定されるものではないが、線形または曲線の切開部または創傷部
を含め、様々な細長い切開部または創傷部に用いることができる。これらの創傷部は、限
定されるものではないが、あらゆる様々な外傷性裂傷または切り傷と、胸骨切開部と、開
腹切開部と、会陰前立腺切開部と、静脈採取切開部と、帝王切開部となどを含み得る。
【００５３】
　使用の際は、細長い中心通路６０６は、切開部または細長い創傷部に沿って配置してか
ら、切開部と支持体６０４との上に密封層６０２を配置することによって固定またはシー
ルすることができる。密封層６０２と支持体６０４とは、これらを１つのステップで切開
部または創傷部に配置できるように、一体に成形するか、または互いに予め取り付けるこ
とができる。一部の例では、密封層６０２は、切開部と支持体６０４との全周囲の完全な
密封を可能にする大きさおよび構造にすることができるが、他の例では、１つ以上の補助
シール６０８および６１０を使用することができる。密封層６０２は、１つ以上の表面に
接着剤を備えることができる。図６Ａでは、例えば、接着剤を、密封層６０２の下面の側
部に沿って設けて、密封層６０２のストリップまたは中間部分に接着剤を設けないように
することができる。この特定の例では、端部シール６０８および６１０を用いて、密封層
６０２の端部６１２および６１４の周りの密封を容易にすることができ、他の実施形態で
は、補助シールをあらゆる部分に用いて追加の密封を行うことができる。
【００５４】
　一部の例では、密封層、支持体、および／または１つ以上の補助シールは、装置６００
を減圧源に接続するために用いることができるコネクタまたはポートを備えるように予め
構成することができる。図６Ａの特定の例では、端部シール６１０の一方は、コネクタ６
１６を備えるように予め構成することができ、このコネクタ６１６を用いて、任意選択の
コネクタ管６２０によって吸引装置６１８を取り付けることができる。他の例では、吸引
源またはコネクタ管は、密封層または補助シールに刺入して貫通孔を形成するように構成
することができる。なお他の例では、吸引装置６１８は、端部シール、密封層、および／
または支持体６０４と一体に形成することができる。
【００５５】
　図６Ｂに示されているように、支持体６０４は、細長い通路６０６の一側または両側に
１つ以上の側部フランジまたはフラップ６２２を任意選択で備えることができる。側部フ
ラップ６２２のそれぞれは、約２ｍｍ～約５０ｍｍ以上、時には約１０ｍｍ～約４０ｍｍ
以上、またある時には約２０ｍｍ～約３０ｍｍの範囲の幅（またはその最も長い寸法に対
して横断する寸法）を有することができる。この側部フラップは、約０．５ｍｍ～約５ｍ
ｍ以上、時には約０．７５ｍｍ～約３ｍｍ、またある時には約１ｍｍ～約２ｍｍの範囲の
平均厚さを有することができる。側部フラップの厚さは、均一であっても均一でなくても
良く、一部の例では、この厚さは、中心から周辺方向、または逆方向にテーパにする、ま
たは減少させることができる。側部フラップ６２２は、細長い通路６０６の材料と同じま
たは異なる材料を含むことができる。一部の実施形態では、支持体６０４および／または
側部フラップ６２２は、硬質、半硬質、または可撓性とすることができ、シリコーンまた
はウレタンなどを含むことができ、被覆を備えても良いし、備えなくても良い。例えば、
支持体６０４の１つ以上の部分が、限定されるものではないが、銀合金またはクロルヘキ
シジン被覆を含む抗感染薬被覆を備えることができる。側部フラップ６２２は、その組織
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接触面６２４および／またはその密封層接触面６２６に接着剤を備えても良いし、備えな
くても良い。一部の例では、支持体６０４は、キャップ構造６２８をさらに備えることが
できる。キャップ構造６２８は、細長い通路６０６の上面に配置することができ、細長い
通路６０６の一側または両側に突き出るように構成することができる。キャップ構造６２
８は、約０ｍｍ～約１５ｍｍ以上の範囲、時には最大約５ｍｍ、またある時には最大約１
０ｍｍ、突き出ることができる。一部の例では、１つ以上の細長い側部通路６３０を、キ
ャップ構造６２８と側部フランジまたはフラップ６２２との間に形成することができる。
キャップ構造６２８は、支持体６０４に対して収縮するときに密封層を刺入または損傷す
るリスクを低減することも低減しないこともあり得る丸い縁または表面を備えることがで
きる。一部の例では、補助シールを、または厚い、孔が開きにくい、または他の補強部分
を備えた構造の密封層を支持体６０４の周りに配置することができる。側部フラップ６２
２および／またはキャップ構造６２８は、細長い通路６０６に対して対称構造および／ま
たは大きさであってもなくても良い。一部の構成では、１つ以上の開口部を中心通路６０
６と側部通路（複数可）６３０との間の壁部６３２に設けることができるが、他の構成で
は、中心通路６０６と側部通路（複数可）６３０との間の連通は、密封層６０２が皮膚に
接着しなくても良い共通空間または小嚢を密封層６０２が画定できる支持体６０４の端部
のみで確立することができる。
【００５６】
　図６Ｃに示されているように、装置６００に減圧がかけられると、密封層６０２は、支
持体６０４の周囲または内部に畳み込まれ得る。例えば、密封層６０２の一部が、細長い
側部通路６３０内に引き込まれる、または押し込まれ得る。他の例では、支持体６０４は
、あらゆる様々な凹部、開口部、溝、通路を備えることができ、これにより、吸引を用い
て、あるいはクランプもしくはプッシュロッドなどの機械的構造、引き紐、または密封層
６０２を支持体６０４に締め付けるために取り付けもしくは結合できるあらゆる他の相補
的な構造によって、密封層６０２の支持体６０４への収縮が可能となる。場合によっては
、密封層６０２のこの収縮は、創傷縁６３４を互いに近づけることも近づけないこともあ
り得る。減圧をかけることにより、創傷縁６３４間の間隙６３６の大きさを縮小させる、
または間隙６３６を消滅させることもできる。
【００５７】
　支持体に加えて、創傷処置システムは、密封層に含められる、または取り付けられる１
つ以上の弾性要素も備えることができる。必要に応じて、支持体の弾性特性に加えて、例
えば、弾性バンドまたはスレッドを密封層に設けることができる。一部の構成では、弾性
バンドまたはスレッドは、均一の向きを有することができるが、他の構成では、弾性バン
ドは、複数の方向に向けることができる。場合によっては、支持体は、創傷組織または創
傷縁を特定の方向にさらに機械的に付勢するように構成することができる弾性材料または
構造体（例えば、ばね）も備えることができる。場合によっては、ばねは、取り付け可能
なクリップを備えることができ、このクリップは、任意選択で支持体と共に使用して弾性
支持体に追加の力を付与する、または硬質支持体に収縮する力を付与することができる。
【００５８】
　一部の例では、減圧創傷治療システムを用いて、利用可能な装置の長さよりも長くても
良い切開部または細長い創傷部を処置することができる。このような場合、複数の装置と
、支持体と、密封層とを、個々にまたは重なる構成で配置して大きめの創傷部を処置する
ことができる。図７では、例えば、２つの別個の支持体７００および７０２と密封層７０
４および７０６とが、端と端とが合わせられて配置され、接合部７０８が、第３の密封層
７１０で覆われている。第３の密封層７１０の使用は、例えば、支持体と密封層とが一体
構造または予め取り付けられた構造で提供または製造される場合に有用であろう。支持体
７００および７０２の各端部と密封層７０４および７０６との各端部が、接合部７０８で
接触するとして示されているが、他の例では、支持体間および／または密封層間に部分的
または完全な間隙を設けることができる。図７に示されている連続した構造に加えて、支
持体および／または密封層は、平行に配置することもできる。他の例では、密封層が関連
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する支持体の端部を越えて延在するように１つの密封層を別の密封層の上に重ねて配置す
ることができるため、第３の密封層を使用する必要がない。他の例では、複数の密封層ま
たは支持体を用意し、それぞれをこれらよりも少数の支持体または密封層と共に使用する
ことができる。また、１つ以上の吸引装置を、長めまたは大きめの支持体または密封層と
共に使用することができる。
【００５９】
　平行および／または連続的に配置することができる複数の支持体に加えて、一部の実施
形態では、支持体自体が、互いに結合されて完全な支持体を形成する複数の部分を含むこ
とができる。図８では、例えば、支持体８００は、結合部８０６で長手方向の長さに沿っ
て全体的に接合されるように構成された２つの細長い支持セグメント８０２および８０４
を含む。別個の長手方向のセグメント８０２および８０４を含む支持体８００を用いて、
各セグメント８０２および８０４のそれぞれを切開部または創傷部の一方の縁に別々に取
り付けて（例えば、接着剤または縫合によって）、次いで互いに接合して創傷縁を近置す
る。場合によっては、別個の接合可能な構成要素の方が、単一体の支持体よりも皮膚への
取り付けが容易であろう。長手方向のセグメント８０２および８０４は、硬質、半硬質、
または可撓性とすることができ、セグメント８０２および８０４は、それぞれが構造の約
５０％を構成するとして示されているが、例えば、場合により結合部を除いて全体的に対
称分割である。しかしながら、他の例では、長手方向のセグメントは、非対称の分割とし
ても良い。図８に示されている結合部８０６は、各セグメント８０２および８０４の長手
方向の内面８１２に沿って配置された溝８０８とリッジ８１０との相補的な組を備えてい
るが、他のスナップ嵌めを含め、あらゆる様々な結合部８０６を用いることができる。他
の固定用結合部、機構、または構造は、限定されるものではないが、再シール可能な接着
層と、スライドロックと、ヒンジクランプと、クリップと、固定可能な内腔を備えた固定
ピンと、ジッパーと、弾性結合バンドなどを含み得る。一部の例では、密封層を単一支持
体内に収縮させるために用いることができる構造は、密封層を多セグメント支持体内に収
縮させるため、かつ／または多セグメント支持体のセグメントを互いに結合するためにも
用いることができる。
【００６０】
　図９Ａは、弾性支持体９０２と任意選択の吸引システム９０４とを含む陰圧閉鎖療法シ
ステム９００の一例を示している。任意選択の接触層９０６を、弾性支持体９０２の下側
に設けることができる。弾性支持体９０２は、１つ以上の長手方向の導管９０８または通
路を備えた構造である。導管または通路は、完全に閉鎖されていても良いし、少なくとも
部分的に開口していても良い。図９の導管９０８は、下側の創傷部または切開部との空気
または流体連通を可能にする複数の孔９１０を備えた閉鎖された構造を有する。この特定
の例では、弾性支持体９０４の横フラップ９１２は、接着剤を備えることができ、この接
着剤を用いて、導管９０８の一部と、切開部または創傷部と孔９１０との間に外部空間が
存在する場合はこの外部空間とを少なくとも密封することができる。一部の他の例では、
横フラップ９１２は、支持体の一方または両方の端部まで延ばすことができるが、図９Ａ
に示されている例では、端部シール９１４および／または９１６を用いて、支持体９０２
の端部９１８および９２０の周りの密封を容易にすることができる。上記したように、少
なくとも一方の端部シール９１６は、吸引システム９０４の取り付け用のコネクタ９２２
を備えることができるが、他の実施形態では、コネクタは、弾性支持体９０２上に配置す
ることができる。なお他の例では、大きい密封層を用いて、支持体の全てではないにして
も大部分を覆うことができ、この密封層は、保護層を備えても備えなくても良い。例えば
、弾性支持体の一部の実施形態は、セグメント化された非密封横フラップを備えることが
でき、この横フラップは、創傷縁を互いに弾性的に引き寄せるように構成されている。セ
グメント化は、部分的な弾性支持体の取り付けを容易にすることができるが、密封性が得
られる否かが定かでないため、弾性支持体に設けられた密封層を用いて支持体の周りに密
封された空間を形成することができる。
【００６１】
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　ここで、図９Ｂ～図９Ｄを参照されたい。使用の際に、弾性支持体９０２のフラップ９
１２は、各フラップ９１２が、皮膚表面９２２の切開部または創傷部のそれぞれの縁に取
り付けられるように、互いに弾性的に伸長する、または引き離して、その伸長された状態
で切開部または創傷部に取り付けることができる。ある方法では、支持体９０２を、フラ
ップ９１２の実質的な長手方向の長さを伸ばすことができるように十分な硬さにする、ま
たは硬質にすることができるが、他の構成では、フラップ９１２の小部分を引き離し、こ
れにより、支持体の部分ごとの接着または取り付けを可能にすることによって支持体の非
線形切開部または創傷部への取り付けを容易にすることができる。皮膚表面９２０に取り
付けられたら、伸ばす力または変形の力を解放することができ、支持体９０４における弾
性または付勢力が、創傷縁９２２を互いに向かって押すことができる。完全に密封された
ら、吸引源９０４を作動させて導管９０６の圧力を低下させ、かつ／または切開部または
創傷部から空気または流体を除去することができ、これにより、減圧をかけて治癒を促進
し、かつ／または潜在的な流体小嚢を真空化するのに加えて、創傷縁９２２間に間隙９２
４が存在する場合はこの間隙９２４をさらに縮小することも縮小しないこともあり得る。
図９Ｅは、フラップ９１２を備えた２つの弾性支持体９０２を連続してまたは端と端とを
合わせて配置して、接合部９５８を補助シール９６０で覆うことにより長めの切開部また
は創傷部を治療できる方法を示している。上記したように、支持体９０２の各端部とそれ
らのフラップ９１２との各端部は、接合部９５８で接触するとして示されているが、他の
例では、支持体間および／またはそれらのフラップ間に部分的または完全な間隙を設ける
ことができる。
【００６２】
　弾性支持体は、あらゆる様々な構造を有することができる。図９Ｂ～図９Ｄに示されて
いるように、弾性支持体９０２は、フラップ９１２および／または導管９０８の壁部９２
８が存在する場合はこれらの弾性特性を強めることができる弾性部材９２６を備えること
ができる。さらに例示されているように、弾性支持体９０２の孔９１０を、弾性部材９２
６に直接設けることができ、一部の構成では、孔９１０は、フラップ９１２に力が加えら
れたときに変形することもできる。図１０Ａ～図１０Ｃは、フラップ９５２を備えた弾性
支持体９５０の別の実施形態を示し、孔９５４が、非弾性構造体９５６に設けられている
。したがって、弾性部材９５８が伸長されても、孔９５４は同じ構造を維持する。非弾性
構造体９５６は、リングまたはフレームを含め、あらゆる様々な構造を有することができ
、孔９５４の部分的または完全な周囲を形成することができる。非弾性構造体９５６は、
各孔９５４に別々にしても良いし、互いに連結しても良い。図１１Ａ～図１１Ｃは、フラ
ップ９７２を備えた弾性支持体９７０のなお別の実施形態を示し、弾性支持体９７０は、
弾性材料を含むため特定の弾性部材を使用していない。この特定の実施形態では、弾性支
持体９７０は、開口した通路９７４を備え、この通路９７４は、個々の孔を備えていない
が、代わりに通路９７４の長さに沿って、下側の切開部または創傷部の縁９２２および空
間９２４に対して全体的に開口している。図１１Ａ～図１１Ｃに示されているように、弾
性支持体９７０は、縫合糸９７８または他の種類の切開部閉鎖装置、例えば、ステープル
などによって閉鎖された切開部９７６に取り付けることができる。縫合糸９７８は、あら
ゆる種類の縫合糸とすることができ、連続縫合と結節縫合とを含め、あらゆる様々な縫合
技術を用いて使用することができる。一部の変更形態では、縫合糸９７８は、創傷縁９８
０の近置を通常は維持することができるが、縫合糸９７８に作用する分離の力が、組織の
局所的な張力部分を形成することがある。弾性支持体９７０を切開部に取り付けて、切開
部９７６の実質的な長さに沿ってさらなる連続的な力を加えることができ、これにより局
所的な組織の張力を軽減して、場合により切開部の治癒を促進することも促進しないこと
もあり得る。
【００６３】
　他の実施形態では、本明細書に記載されている装置を用いて、細長くない切開部または
創傷部を処置することもできる。図１２～図１５は、細長い陰圧閉鎖療法システムを用い
た細長くない創傷部の処置の様々な例を示している。図１２では、例えば、細長い陰圧閉
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鎖療法装置１０００と密封層１００２とが、創傷部１００４の周囲に配置されている。こ
の例でさらに例示されているように、装置１０００は、様々な大きさの孔１００６、１０
０８、および１０１０を備えることができる。場合によっては、小さめの孔１００４を吸
引源または結合部１０１２からより近い距離で使用することができ、大きめの孔１００８
を、比較的遠い距離で使用することができる。なお他の例では、孔の大きさを均一にする
ことができるが、孔の数および／または間隔を装置の長手方向の長さに沿って変更するこ
ともできる。
【００６４】
　図１３は、創傷部１０２２に対して螺旋状に配置された陰圧閉鎖療法装置１０２０の別
の例を示している。場合によっては、螺旋状の配置は、図１２に示されているように配置
された装置よりも、創傷部１０２２の中心の圧力または吸引を強めることができる。図１
４は、細長くない創傷部１０３６に沿って前後またはジグザグに配置された交互する硬質
部分１０３２と可撓性部分１０３４とを備える装置１０３０のなお別の例である。上記し
たように、一部の例では、硬質部分１０３２は、装置の可撓性部分１０３４または他の関
節部に対して回動することもできる。図１３に示されているように、装置は、創傷部１０
３６の境界内に完全に配置する必要はないが、装置の孔１０３８の全てが創傷部の境界内
に配置されており、他の例では、１つ以上の孔を創傷部の境界の外部に配置することがで
きる。
【００６５】
　図１５は、複数の装置１０４０と密封層１０４２とを用いて非線形の外科切開部を閉鎖
する別の例を示している。この特定の実施形態では、外科切開部は、横断方向切開部１０
４４と中心線切開部１０４６とを備えたＴ字型切開部を構成し、密封層１０４２が重なる
ように各切開部１０４４および１０４６に取り付けられた、２つの開口した通路を備えた
装置１０４０を用いて処置される。他の例では、２つ以上の装置と２つ以上の密封層とを
使用することができ、例えば、１つの長めの装置を、中心線切開部１０４６の全長に沿っ
て使用することができ、２つの小さめの装置を、横断方向切開部１０４４の残りの各部分
に沿って使用することができる。場合によっては、開口した通路を備えた装置１０４０は
、外科的な閉鎖がステープル１０４８またはあらゆる他の突出閉鎖要素で行われるときに
使用することができる。
【００６６】
　場合によっては、外科的に閉鎖された切開部の対向する縁は、組織に存在する下側の機
械的負荷のために引き離される傾向にあり得る。この張力は、例えば、自然に起こる皮膚
の張力による、組織の切開後に誘発される、または通常の体の運動によるものであり得る
。組織の張力の緩和は、閉鎖された切開部の治癒を促進し、かつ／または瘢痕もしくは他
の望ましくない美容上の影響を軽減することができる。本明細書に記載されている装置は
、組織に力を加えて皮膚に対する張力を解放して、閉鎖された切開部が分離する可能性を
低減するように構成されている。装置は、使用者による組織に加えられる力の制御を可能
にする１つ以上の構造を備えることができる。
【００６７】
　本明細書に記載されている装置はまた、体に加えられ得る外部応力から皮膚外傷部を保
護する。装置は、皮膚自体に起因する内部応力（例えば、角質層、表皮組織、または真皮
組織によって創傷部に移動する応力）および／または外部応力（例えば、体の運動または
筋動作によって創傷部に移動する応力）から皮膚外傷部を保護することができる。一部の
変更形態では、装置は、皮膚外傷部への外部応力に影響を及ぼさずに内部応力から皮膚外
傷部を保護する、例えば、皮膚の弾性特性などを変更する装置である。他の変更形態では
、装置は、皮膚外傷部への内部応力に影響を及ぼさずに外部応力から皮膚外傷部を保護す
る。このような変更形態は、筋肉組織と周囲創傷組織とが、例えば、ボツリヌス毒素など
の使用によって麻痺した状態を含み得る。なお他の変更形態では、装置は、内部応力と外
部応力との両方から皮膚外傷部を保護する。
【００６８】
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　一部の例では、創傷部に陰圧をかけると、密封層が収縮して、創傷部を取り囲んでいる
組織に付着し、これにより創傷縁の分離または離開を引き起こし得るあらゆる創傷張力の
少なくとも一部が相殺され得る。さらなる例では、密封層は、閉鎖された切開部に亘って
機械的張力を解放するように構成することができる。密封層は、閉鎖された切開部に対し
て実質的に横断方向において密封層の残留張力が存在する状態で皮膚に付着するように構
成することができる。密封層が皮膚に付着されると、密封層の残留張力が皮膚に移動し、
これにより密封層が残留張力の方向に沿って収縮しやすくなり得る。これは、閉鎖された
切開部に対して横断方向の圧縮応力を加えることがあり、この圧縮応力は、閉鎖された切
開部の対向した縁が分離する動きを防止し得る。これらの加えられる応力は、引っ張り応
力を部分的に減少させることができ、正味の応力をゼロにする、または創傷部に亘る圧縮
応力を誘発する。
【００６９】
　密封層は、取り付けの前に密封層における残留張力を増加させる１つ以上の機械要素を
備えることができる。例えば、密封層は、閉鎖された切開部に加えられる圧縮力を制限す
る機構を備えることができる。密封層は、使用者が取り付けの前および最中に密封層を保
持して広げて密封層に張力を加えることができる操作タブを密封層の縁または他の部分に
備えることもできる。密封層はまた、閉鎖された切開部の両側の皮膚を互いに機械的に引
き寄せる、または接触させる組織の圧縮が第２の段階で起こるように取り付けることもで
きる。一部の構成では、密封層における張力は、取り付けの前または最中に密封層を広げ
る取り外し可能な要素を用いて加えることができる。取り付けた後、取り外し可能な要素
を取り外して、密封層による取り付け部位への応力の付与を可能にする。これらの実施形
態では、密封層は、使用者が密封層を過度に伸長するのを軽減または防止することができ
る伸長制限要素または構造をさらに備えることができる。場合によっては、特定のレベル
の応力は、密封層の完全性を低下させ、過度のせん断応力を皮膚表面に加え、かつ／また
は過度の圧縮応力を皮膚に加え得る。一例では、密封層の伸長制限要素は、密封層に亘っ
て横断方向に配置された細長い要素または繊維紐を備えることができる。細長い要素は、
密封層が伸長されていないときはたるんだ状態または非伸長状態であり得る。密封層が特
定の大きさまたは所定の限界まで伸長されると、細長い要素におけるたるみが減少または
消失して、繊維紐がさらなる伸長を防止する。代替の例では、伸長制限要素は、密封層の
伸長時にぴんと張られる当初はたるんだ実質的に非弾性の膜を備え、これにより密封層ま
たは構造を構成する他の構造または材料の過度の伸長を軽減または防止することができる
。
【００７０】
　さらなる実施形態では、密封層は、密封層に加えられる張力の量に関するフィードバッ
クまたは指示を使用者に示す視覚的なガイドを備えることができる。例えば、密封層は、
複数の実質的に平行な長手方向のマークを備えることができる。使用者が密封層を伸長す
ると、マーク間の距離が増大し、この増大は使用者に視覚的に明らかである。使用者が目
視比較に使用することができる所定の張力レベルでマークの間隔を示す目盛りまたはガイ
ドも備えることができる。この目盛りまたはガイドは、密封層と一体に形成しても良いし
、別個の装置としてまたは密封層のパッケージ上に設けても良い。別の実施形態では、視
覚的なガイドは、実質的に透明または半透明である、１つまたは複数の色素沈着もしくは
着色部分を密封層に備えることができる。張力が密封層に加えられると、密封層の厚さが
、着色または色素沈着部分の見える透明性または半透明性を低下または増加させる。別の
実施形態では、視覚的なガイドは、張力の増大で色が変化する１つまたは複数の着色部分
を備えることができる。
【００７１】
　一部の実施形態では、圧縮を制限する機構は、移動制限装置を備えることができる。例
えば、密封層の収縮を、組織の収縮または移動の程度を制限できる機械干渉を生じさせる
少なくとも２つの構造または複数組の構造の存在によって制限することができる。一部の
さらなる例では、構造は、インターロック式に嵌合することができる。例えば、１つの構
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造を密封層の中心線に近接して配置することができ、もう１つの対応する、または相補的
な構造を密封層の中心線から離して配置することができる。装置が取り付けられたら、密
封層の残留張力が密封層を収縮させ、これにより相補的な構造が、インターロック、嵌合
、または他の方法で接触する位置まで互いに接近する。前記対向する構造同士が接触する
と、密封層のさらなる収縮が限定されるため、閉鎖された切開部に加わる圧縮力の程度が
制限される。
【００７２】
　他の実施形態では、密封層は、保持構造、例えば、接着剤を備えた密封層の面とは反対
側の密封層の面に取り外し可能に取り付けられる保持膜などを備えることができる。保持
構造は、取り付けられると、密封層の張力を維持して密封層の収縮を防止する。使用の際
は、装置は、保持構造が密封層に取り付けられた状態で皮膚に取り付けられる。皮膚に取
り付けられたら、保持構造を取り外して、密封層の張力が少なくとも部分的に解放されて
皮膚に伝達されるようにする。一部の実施形態では、保持構造は、非等方性に可撓性であ
り、密封層の横断方向の張力を維持するように横断方向において実質的に硬くて曲がらな
いが、装置が患者の体に適合することができるように長手方向において実質的に可撓性で
ある。さらなる実施形態では、保持構造は、この非等方性の可撓性をもたらす横断方向の
リブを備えている。さらなる実施形態では、保持構造は、構造が広げられて張力が密封層
に加えられる取り付けのために張力が必要となるまで弛緩した状態で装置が保存されるよ
うに折り畳み可能に構成されている。
【００７３】
　一部の実施形態では、装置は、１つ以上の治療薬を送達するように構成することができ
る。これらの治療薬は、限定されるものではないが、例えば、閉鎖された切開部の治癒を
改善できる抗生物質と抗炎症薬とを含み得る。一部の実施形態では、装置は、主収集チャ
ンバに加えて、追加のチャンバまたは管状構造を備えることができる。追加のチャンバま
たは管状構造は、治療薬供給源に流体連通するように構成することができ、治療薬供給源
は、外部ポンプまたは重力送り式液滴供給源を含み得る。一部の実施形態では、追加のチ
ャンバまたは管状構造は、主収集チャンバと直接は流体連通していない。一部の実施形態
では、追加のチャンバまたは管状構造は、治療薬の閉鎖された切開部への送達を可能にす
る別個の通路または複数の通路をさらに備えている。
【００７４】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、反作用圧縮応力を加えることによって閉鎖された切開部に
亘る張力を軽減するように構成された装置の一例を示している。装置１６００は、収集チ
ャンバ１６０１と密封層１６０２とを備えている。装置は、その横断方向周辺縁に配置さ
れたプルタブ１６０３をさらに備えている。使用者は、プルタブ１６０３を把持する、ま
たは他の方法を使用して引っ張る力（矢印１６０４によって示されている）を加えて、取
り付けの前に装置を伸長することができる。密封層１６０２は、例えば、密封層１６０２
の１つの軸に沿って配向された、または切開部に対して実質的に横断方向にある１つ以上
の伸長制限要素１６０５をさらに備えることができる。伸長制限要素の大きさと、形状と
、構造とは、使用者の要求を満たすように様々にすることができる。例示的な実施形態で
は、それぞれの伸長制限要素１６０５は、細長い要素の長手方向軸に沿って最大長さまで
伸長できる１つ以上の細長い要素を備えることができる。一例における細長い要素は、繊
維要素である。図１６Ａでは、装置１６００は、取り付け前の伸長していない状態で示さ
れており、伸長制限要素１６０５は弛緩している。図１６Ｂでは、使用者が、プルタブ１
６０３に引っ張る運動１６０４を加えると、伸長制限要素１６０５がぴんと張って、その
最大長さまで伸びる。したがって、伸長制限要素は、第１の大きさおよび／または形状の
第１の状態と第２の大きさおよび／または形状の第２の状態との間の他、これらの間の様
々な状態の間で変化することができる。この状態では、細長い伸長制限要素１６０５は、
ぴんと張った細長い伸長制限要素１６０５の長さに一致する距離制限を越えた装置の伸長
を実質的に防止する。
【００７５】
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　図１７Ａおよび図１７Ｂは、反作用圧縮応力を加えることによって閉鎖された切開部に
亘る張力を軽減するように構成された別の装置１７００を例示している。装置１７００は
、収集チャンバ１７０１と密封層１７０２とを備えている。図１７Ａは、密封層１７０２
が、例えば、取り付けの前に使用者によって伸長されている、または取り付けの前に他の
方法で伸長されてこの伸長が維持されている状態を示している。装置は、近位制限要素１
７０３と遠位制限要素１７０４との２つ以上の組を備え、これらの組は、収集チャンバ１
７０１の両側の密封層１７０２に長手方向に取り付けられている。制限要素１７０３およ
び１７０４は、一定の間隔で配置された細長い構造である。近位制限要素１７０３は、遠
位制限要素１７０４の相補的な形状と噛合する形状を有するため、これらの制限要素が接
触すると互いに噛合することができる。近位制限要素１７０３と遠位制限要素１７０４と
は、伸長された状態でこれらの間に距離１７０５を有するように構成されている。制限要
素間の距離は、許容される制限要素間での変位の最大量を画定し、この変位の最大量は、
密封構造の変位および／または取り付けられた皮膚に加えられる圧縮力に一致し得る。装
置が患者に取り付けられると、伸長による装置の残留張力が、図１７Ｂに示されている状
態のような中立状態に向かって装置を収縮させる。装置は、距離１７０５が実質的にほぼ
ゼロになるまで減少して制限要素１７０３および１７０４が互いに物理的に直接接触する
、または他の方法で密封層１７０２のさらなる収縮が制限される状態まで収縮することが
できる。しかしながら、装置は、距離１７０５がゼロに減少した状態まで収縮する必要は
なない。図１７Ｂに示されている状態では、装置１７００は、密封層１７０２に残った残
留張力を有するように構成しても良いし、しなくても良い。制限要素１７０３および１７
０４が存在しない一部の例では、さらなる収縮が起こり得るが、近位制限要素１７０３と
遠位制限要素１７０４との相互作用が、密封層１７０２のさらなる収縮を制限または防止
するように構成し、これにより装置が閉鎖された切開部に加える圧縮応力を制限すること
ができる。
【００７６】
　図１８Ａは、収集チャンバ１８０１と密封層１８０２と備え、送達装置としても機能し
得る保持構造１８０３をさらに備えた装置１８００の別の例を示している。密封層１８０
２は、保持構造１８０３の存在による残留張力で伸長した状態に維持することができる。
保持構造１８０３は、横断方向の剛性を保持構造１８０３に付与する一連の横断方向の要
素またはリブ１８０４を備えることができ、これにより保持構造１８０３が密封層１８０
２を伸長した状態に維持することができる。横断方向のリブ１８０４は、連続した横断方
向のリブ１８０４間の間隔で分離されている。この空間により、横断方向のリブ１８０４
が互いに対して移動することができ、これにより保持構造１８０３が、長手方向に撓むこ
とができ、かつ長手方向に撓んだ状態の装置を示す図１８Ａに示されているように曲線切
開部に適合することができる。装置が患者に取り付けられる、または接着されたら、保持
構造１８０３を取り外すことができ、これにより密封層１８０２の残留張力が閉鎖された
切開部に作用して圧縮応力を加えることができる。装置はまた、図１８Ｂに示されている
ように構成し、密封層１８０２が、保持構造１８０３に接続されているが伸長されずに、
または殆ど伸長されずに維持される弛緩状態で配置することもできる。図１８Ｃに示され
ているように保持構造１８０３が変形されると、密封層１８０２は、閉鎖された切開部へ
の取り付けの前の実質的に伸長された状態となる。
【００７７】
　図１９は、装置１９００が作用物質送達の担体として機能するように構成されている実
施の下方からの斜視図である。この装置は、接着タブ１９０２を有する密封面１９０１を
備え、この接着タブ１９０２は、タブ１９０２間に可撓性を高める間隔で密封面１９０１
から外側に延出している。装置１９００は、収集チャンバ１９０３の他、送達チャンバ１
９０４も備えている。収集チャンバ１９０３は、複数の収集通路１９０５と送達チャンバ
１９０４とを備え、送達チャンバ１９０４は、複数の送達通路１９０６を備えている。収
集チャンバ１９０３は、減圧源に接続して閉鎖された切開部を減圧することができる。送
達チャンバ１９０４は、送達すべき作用物質の供給源に接続され、収集チャンバ１９０５
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には直接は流体連通していない。使用の際は、送達すべき作用物質を送達チャンバ１９０
４に直接導入して、送達通路１９０６を介して閉鎖された切開部に送達することができる
。収集チャンバ１９０３を介して減圧し、収集通路１９０５を介して閉鎖された切開部に
連通することができる。一部の例では、送達すべき作用物質は、閉鎖された切開部に導入
されるが、減圧源によって即座に除去されない。これは、送達通路と収集通路との間の距
離によって達成することができる。
【００７８】
　ここで、装置を皮膚に取り付ける前に、装置に取り付けることができる予備伸長要素に
ついて説明する。予備伸長要素は、装置の予備伸長を可能にし、装置を皮膚に取り付ける
前に予備伸長状態に装置を維持する。予備伸長要素は、皮膚に取り付けた後に装置から取
り外すことができる。予備伸長要素が取り外されると、密封層の残留張力が解放される。
密封層の残留張力が、皮膚に伝達され、密封層を残留張力の方向に沿って収縮しやすくし
得る。これは、閉鎖された切開部に横断方向の圧縮応力を加え、これにより閉鎖された切
開部の対向する縁が分離する傾向を防止することができる。
【００７９】
　図２０Ａ～図２０Ｇを参照されたい。使用の際は、中心の予備伸長要素９９０を用いて
、減圧治療システムの弾性支持体９０２のフラップ９１２間の空間を拡大することができ
る（例えば、図９に示されている弾性支持体９０２の実施形態のように）。予備伸長要素
９９０は、送達装置としても用いることもできる。予備伸長要素９９０の存在により、各
フラップ９１２が切開部または創傷部のそれぞれの縁の皮膚表面９２０に接着されるよう
に弾性支持体９０２を伸長した状態で切開部または創傷部に取り付けることができる。図
２０Ａでは、弾性支持体は、予備伸長された状態で示され、予備伸長要素９９０は、拡張
状態であり、弾性部材９２６を伸長した構造に維持している。導管壁９２８も、図２０Ａ
に伸長された構造で示されている。
【００８０】
　図２０Ｅ～図２０Ｆは、拡張された状態の予備伸長要素９９０の例示的な実施形態の拡
大図を示している。拡張されていない状態の予備伸長要素９９０が図２０Ｇに示されてい
る。予備伸長要素は、ヒンジストラット９９２によって中心バー９９２に接続された１組
の拡張レール９９１を備えている。一実施形態では、拡張レール９９１は、予備伸長要素
９９２の長手方向軸に沿って延在し、ヒンジストラットが、拡張レール９９１に対して横
断方向に配置され、拡張レール９９１にヒンジ連結されている。中心バー９９２は、１組
の指孔９９３、９９４に結合されている。使用者は、拡張レールと中心バーとを相対運動
させて、予備伸長要素９９０を拡張されていない状態と拡張された状態との間で変化させ
ることができる。レール９９１の中心バー９９２に対する相対運動は、指孔９９３と指孔
９９４の互いに対する運動で生じる。ラッチタブ９９５を用いて、図２０Ｅおよび図２０
Ｆに示されているように、ヒンジストラット９９２がレール９９１間の距離を広げる近位
位置に指孔９９３、９９４を固定またはロックすることができる。ラッチタブ９９５を解
除して、図２０Ｇに示されている拡張されていない状態に予備伸長要素を戻すこともでき
る。
【００８１】
　図２０Ｂを再び参照されたい。次いで、治療システムの予備伸長弾性支持体９０２を、
閉鎖された切開部の周囲の皮膚表面９２０に取り付けることができる。弾性支持体９０２
は、縫合糸９７８または他の種類の切開部閉鎖装置、例えば、ステープルまたは糊などで
閉鎖された切開部９７６に取り付けることができる。縫合糸９７８は、あらゆる種類の縫
合糸とすることができ、連続縫合と結節縫合とを含め、あらゆる様々な縫合技術を用いて
使用することができる。一部の変更形態では、縫合糸９７８は、閉鎖された切開縁９８０
の近置を通常は維持することができるが、創傷閉鎖部に沿って作用する分離の力が、組織
の局所的な張力部分を形成することがある。弾性支持体９０２を切開部に取り付けて、切
開部９７６の実質的な長さに沿って追加の連続した力を加えることができ、これにより組
織の局所的な張力が軽減され、場合によっては切開部の治癒が促進され得る。図２０Ｃで
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いない状態に変化している。包帯が取り付けられて減圧源に接続できるようになったら、
図２０Ｄに示されているように予備伸長要素９９０を取り外すことができる。陰圧閉鎖療
法システム９００は、予備伸長要素９９０が拡張された構造もしくは拡張されていない構
造の予備伸長された状態に構成するか、または当初は予備伸長要素が導管９０８に挿入さ
れていない構成にすることができる。
【００８２】
　図２１Ａ～図２１Ｄを参照されたい。使用の際は、図９の弾性支持体９０２の各フラッ
プ９１２が、皮膚表面９２０の切開部または創傷部のそれぞれの縁に貼り付けられるよう
に、フラップ９１２を互いに弾性的に伸長する、または引き離して、その伸長された状態
で切開部または創傷部に取り付けることができる。フラップ９１２とその弾性部材９２６
の伸長は、図２１Ｂに示されているように、その範囲を非弾性部材９９６によって限定す
ることができる。非弾性部材９９６は、フラップ９１２の一方に取り付けられた第１の端
部と、創傷部の反対側のフラップ９１２の他方に取り付けられた第２の端部とを有する。
非弾性部材９９６は、弾性支持体９０２の上に配置されている。すなわち、非弾性部材９
９６は、図２１Ａ～図２１Ｄに示されている向きに弾性部材９０２の上部に少なくとも部
分的に配置されるが、必ずしも弾性部材９０２に接触する必要はない。
【００８３】
　皮膚表面９２０に貼り付けられたら、伸長または変形力を解放することができ、そして
支持体９０２と弾性部材９２６とにおける弾性または付勢力が、閉鎖された切開縁９８０
を互いに向かって押すことができる。弾性支持体９０２は、縫合糸９７８または他の種類
の切開部閉鎖装置、例えば、ステープルで閉鎖された切開部９７６に取り付けることがで
きる。縫合糸９７８は、あらゆる種類の縫合糸とすることができ、連続縫合と結節縫合と
を含め、あらゆる様々な縫合技術を用いて使用することができる。一部の変更形態では、
縫合糸９７８は、閉鎖された切開縁９８０の近置を通常は維持することができるが、創傷
閉鎖部に沿って作用する分離の力が、組織の局所的な張力部分を形成することがある。弾
性支持体９０２を切開部に取り付けて、切開部９７６の実質的な長さに沿ってさらなる連
続的な力を加えることができ、これにより局所的な組織の張力を軽減して、場合により切
開部の治癒を促進することもできる。図２１Ｃに示されているように皮膚表面９２０に取
り付けられたら、必要に応じて、図２１Ｄに示されているように非弾性部材を取り外すこ
とができる。
【００８４】
　多数の実施形態を図示し、本明細書で説明してきたが、当業者であれば、これらの実施
形態がほんの一例として示されていることを理解できよう。様々な変更形態と、変形形態
と、置換形態とが、本発明から逸脱することなく当業者によって実施可能であろう。本明
細書に開示された実施形態の様々な代替も利用できることを理解されたい。添付の特許請
求の範囲が本発明の範囲を規定し、これらの特許請求の範囲内の方法と、構造と、それら
の等価とが、本発明の範囲に包含されるものとする。本明細書に記載された全ての実施形
態では、方法の各ステップは、順番に行う必要はない。
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